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近年、社会状況や子供を取り巻く環境の変化に伴い、学校の教育活動の更

なる充実が求められ、様々な教育課題への対応が迫られています。 

 

こうした課題の解決を図るためには、学校教育の担い手である教員一人一

人の資質・能力を高め、学校の教育力を向上させることが重要です。 

 

折しも、教員の大量退職・大量採用の時代と重なり、急速に増えてきた若

手教員を確実に育成することが喫緊の課題です。 

 

『教員の人材育成をどのように図っていくのか。』 

 

この古くて新しい課題解決の方策として、平成２０年１０月に都の教育に

求められる教師像、経験や職層に応じて身に付けるべき力を明らかにし、人

事に関する様々な仕組みや制度を人材育成の観点から体系化した「東京都教

員人材育成基本方針」を策定し、人材育成の考え方としてＯＪＴの手段を示

しました。 

 

それを具体的にまとめた内容が、同時期に発表した「ＯＪＴガイドライン」

であり、更に平成２２年３月に各職層に応じて求められる能力や役割を示し、

学校現場で活用できる実用的な改定版を示し、より具体的に人材育成を推進

してきました。 

 

こうした取組により、教員は各職層に応じて求められる能力や役割を意識

して職務を遂行し、多くの学校でＯＪＴが定着して、日常的に実践されるよ

うになりました。 

 

しかし、人材育成に終わりはなく、常に充実を図っていかなければならな

いことや、指導教諭制度の導入等、人材育成における新たな状況が生じ、平

成２７年２月「東京都教員人材育成基本方針」の一部改正を行いました。 

 

そして、この一部改正を受けて、次の三つの観点を踏まえ、これからの新

しい時代にふさわしい「ＯＪＴガイドライン」の改正（第３版）を行います。 

 

〇学校に定着してきたＯＪＴの更なる推進（組織的なＯＪＴ） 

〇指導教諭を含めたＯＪＴの活用 

〇主任教諭等の職層別におけるＯＪＴの具体的な活用 

 

都内公立学校においては、この「ＯＪＴガイドライン（第３版）」を基に、

人材育成・能力開発の一層の取組が行われることを期待しています。 
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１ 学校における人材育成の現状と課題 

 
   現在、社会の変化等を背景に、学校を取り巻く問題は多く、一層複雑

化・多様化しています。学校においては、学力や体力の向上、規範意識

の醸成、いじめ・不登校・中途退学対策、特別支援教育の充実、保護者・

地域との連携等に取り組んでおり、今までの経験や方法に加えて、組織

的な対応が求められています。そして、学校は、教育活動の取組とその

成果を地域から評価され、地域から選択される存在になっています。  
 
  また、平成２４年度、学校における体罰が大きな社会問題となり、都

教育委員会では、毎年度都内全公立学校を対象に、体罰に関する実態調

査を行っています。体罰を起こした教員の数は、年々減少傾向にありま

すが、依然、体罰はなくならず、憂慮すべき問題です。  
 

このような状況の中、都内公立学校全体で、毎年 1,500 名前後の教員が

定年退職を迎え、経験豊かで優秀な教員が教育現場から去る一方、教職経

験の少ない若手教員が増加し、採用後１０年以内の教員が全教員の４割以

上を占めています。このことにより、優れた指導技術や教育実践が十分に

伝わらず、教育の質の低下につながることが危惧されます。そこで、都教

育委員会では、優れた指導技術や教育実践を確実に継承するとともに、若

手教員を育成していくことが学校現場における喫緊の課題と捉え、教員の

人材育成の核となるＯＪＴの推進を図ってきました。  
 

  また、体罰の根絶に向けて、教員一人一人が、体罰を行わないと強く

自覚するとともに、児童・生徒理解に努め、信頼関係に基づいた指導を

進めることが大切です。そのためには、ＯＪＴにより、日々の指導上の

悩みや問題点について、教員同士が話し合い、解決策についての指導・

助言を基に、よりよい指導方法を考えていくことが必要です。  
 
 
  学校における人材育成の実態は、教員一人一人の意欲や育成する側の

意識、また各校の取組体制や取組状況に頼ってきた面があります。  
こうしたことも背景となり、現在の人材育成の課題として、次のような

ものが挙げられます。  
 
○ 全ての教員が必ずしも着実に、教員に求められる基本的な力を身に

付けることができていない。  
○ 主幹教諭や主任教諭が、学校組織の中で十分に職責を果たせていな

い学校がある。  
○ ＯＪＴ対象者に対して、ＯＪＴ担当者やＯＪＴ責任者が責任を持っ

て育成を行っていない学校がある。  
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○ 一人一人の教員の育成が、学校の教育力向上や課題解決に十分つな

がっていない学校がある。  
○ 若いうちから将来管理職を目指す意識が教員に醸成されていない。 

 

 

２ ＯＪＴの必要性と意義 

 

これらの課題を踏まえ、学校の教育力を向上させ、学校を取り巻く様々

な問題に対応できるようにするためには、校内で行う職務を通した育成、

すなわちＯＪＴの推進が重要となります。 

 

ＯＪＴには、次のような意義があります。 

 

○ 職務を遂行する中で育成できる（新たな時間や場所の確保が必要な

い。）。 

○ 一人一人の教員の能力に応じた具体的な指導が可能である。 

○ 実施状況に応じＯＪＴの方法について適宜改善できる。 

○ ＯＪＴを受ける側と行う側の双方の自己研さんになる。 

○ 育成される側がいずれ育成する側になり、育成機能の連続性が校内

に確立する。 

 

このようなＯＪＴの意義を踏まえ、学校は人材育成の有効な手段として

ＯＪＴに取り組む必要があります。 

 

 

 ３ ＯＪＴ実施上の課題 

 

平成２６年度、都教育委員会は区市町村教育委員会を通じて、小中学校

を対象としたＯＪＴ実施状況調査を行いました。学校回答の調査の一部を

以下に示します。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＯＪＴ実施状況調査 

●実施時期    平成２６年 １０月依頼 １２月回収 

●対象（実施校） 小学校 １２９７校   中学校 ６１５校 

●回答者     校長 

小学校（％） 中学校（％）

（１） 年間５回未満 5.9% 18.7%
（２） 年間５～９回 23.7% 32.9%
（３） 年間１０～１９回 41.8% 31.5%
（４） 年間２０回以上 28.5% 16.8%

１　今年度、校内で計画的・組織的にＯＪＴを年間何回実施しましたか（実施予定を含む）。

5.9%
23.7%

41.8%

28.5%

【小学校】

（１）

（２）

（３）

（４）

◎ 小学校では、年間１０回以上実施している学校が全体の

７割に達し、各校でのOJTが定着してきていることが分かる。
◎ 中学校では、（２）と（３）の回答が全体の６割を超えてい

る。このことから、年間１０回前後（月に１回程度）、計画的・

組織的なOJTを実施していることが分かる。

18.7%

32.9%
31.5%

16.8%

【中学校】

（１）

（２）

（３）

（４）
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小学校（％） 中学校（％）

（１） ＯＪＴ責任者を決め、校内全体で取り組んだ。 60.9% 43.6%
（２） ＯＪＴ責任者を決め、グループ別に取り組んだ。 19.7% 26.1%
（３） 特にＯＪＴ責任者を決めず、学校全体で取り組んだ。 12.8% 20.8%
（４） 特にＯＪＴ責任者を決めず、学年等のグループで取り組んだ。 6.6% 9.6%

小学校（校数） 中学校（校数）

（１） 学習指導力 99.5% 98.7%
（２） 生活指導力・進路指導力 86.0% 87.5%
（３） 外部との連携・折衝力 53.7% 51.5%
（４） 学校運営力・組織貢献力 61.4% 56.5%

小学校（％） 中学校（％）

（１） 学習指導力 88.8% 72.0%
（２） 生活指導力・進路指導力 6.3% 17.4%
（３） 外部との連携・折衝力 0.9% 3.0%
（４） 学校運営力・組織貢献力 4.0% 7.6%

２　ＯＪＴは、どのような組織体制で取り組みましたか（実施予定含む）。

３　教員が身に付けるべき４つの力の内、どの力を高めるためのＯＪＴ を実施しましたか。
　あてはまるもの全てを挙げてください（実施予定含む）。

４　３で挙げた中で、特に重点的に取り組んだもの１つを挙げてください（実施予定含む）。

60.9%

19.7%

12.8%
6.6%

【小学校】

（１）

（２）

（３）

（４）

43.6%
26.1%

20.8%

9.6%
【中学校】

（１）

（２）

（３）

（４）

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

小学校（校数） 中学校（校数）

（１） 学習指導力

（２） 生活指導力・進路指導力

（３） 外部との連携・折衝力

（４） 学校運営力・組織貢献力

88.8%

6.3%

0.9%
4.0%

【小学校】

（１）

（２）

（３）

（４）

72.0%

17.4%

3.0% 7.6%
【中学校】

（１）

（２）

（３）

（４）

◎ 小学校では、OJT責任者を決めて取り組んでいる学校
が、全体の８割に達しており、計画的・組織的なOJTの推進が
定着してきていることが分かる。

◎ 中学校では、グループ別やOJT責任者を決めずにOJTを
実施している学校が多い。これは、専門教科を指導するため

と考えられる。今後、より計画的・組織的なOJTを実施するた
めの体制づくりを工夫する必要がある。

◎ 多くの学校が、学習指導力を重点的に取り組んでいるこ

とが分かる。

◎ 学校の実態に応じて、年度ごとに重点的に取り組むもの

を変えるなどの工夫が必要である。特に「外部との連携・折衝

力」や「学校運営力・組織貢献力」について、工夫が必要であ

る。

◎ 小中学校とも、学習指導力が一番多い。授業公開

をし合うなど、授業力向上のためのOJTが充実してい
ることが分かる。

◎ 外部との連携・折衝力が一番少なく、今後の取組

に工夫が必要である。
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また、高等学校では、平成２６年度に「ＯＪＴ診断基準」を策定し、各

校のＯＪＴ実施上の現状と課題の把握に努めてきました。学校が行うべき

取組の実施状況に関する回答の一部を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＪＴ診断基準 

●実施時期    平成２７年１月～３月 

●対象（実施校） 高等学校 １９１校  ●回答者 校長 

１ 管理職の OJT 方針が教員に周知されており、自己申告の面接等を通じて OJT 対象者の目標を明確

にし、達成目標の実現に向け、指導・助言を行っている。  

 
 
 
２ 管理職の育成方針に基づき、主任教諭等が、OJT 責任者や OJT 担当者として自らの経験、知識を

活用し、連携しながら、意識的・計画的な若手教員の育成を実施している。 

 
 

 

３ 分掌等の課題の発見や改善策について意見を報告させ、主幹教諭や主任教諭が指導・助言し、改善策

を提案させている。 
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以上の調査結果に加え、他の設問に対する学校の回答や区市町村教育委

員会への調査から、学校におけるＯＪＴの実施において、以下のような課

題があることが分かりました。 

 

○ 育成対象者に対してＯＪＴ責任者や担当者が明確に決まっていな

い学校がある。 

○ 育成対象者の実態を踏まえた上で、更に意欲的に職務に取り組む目

標の設定がされていない学校がある。 

○ 「外部との連携・折衝力」「学校運営力・組織貢献力」を育成する

取組が十分に行われていない学校がある。 

○ ＯＪＴの評価が適切に行われていないため、改善に向けた取組まで

行われていない学校がある。  

 

都教育委員会では、平成２２年度から平成２５年度まで、ＯＪＴ推進指

定モデル校・モデル地区事業を行いました。このモデル校におけるＯＪＴ

の取組内容や成果・課題について分析した実践を報告書として取りまとめ、

連絡会等で報告するなど、学校におけるＯＪＴの推進に向けて取り組んで

きました。平成２５年度までに、全ての区市町村の小中学校から小学校延

べ８６校・中学校延べ３２校を、都立学校は延べ８０校をＯＪＴ推進指定

モデル校に指定し、このモデル校を核とした実践が展開されるようになり

ました。 

  

本ガイドラインでは、上記のＯＪＴ実施上の課題に対して、モデル校や

モデル地区の取組等を踏まえながら、以下の項目に整理した上で、工夫改

善の在り方について示すこととしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、平成１９年の学校教育法の改正に伴い、組織的な人材育成を推進

するための職として指導教諭が設置できるようになりました。都教育委員

会は平成２５年度から都立学校において、平成２６年度から小中学校にお

いて、学習指導に高い専門性を有し優れた指導力を持つ教員を、指導教諭

に任用する制度を導入しました。 

学校においては指導教諭を積極的に活用した校内ＯＪＴ等に取り組み、

人材育成を図っていく必要があります。本ガイドラインにおいて、指導教

諭の具体的な職務内容を踏まえた上で、指導教諭を活用したＯＪＴの在り

方について示していきます。 

 

 

 
（１） 組織的に進めるＯＪＴ 
（２） 意識的・計画的・継続的に進めるＯＪＴ 
（３） ＯＪＴの成果と評価 
（４） 評価を生かしたＯＪＴの改善 
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 １ ＯＪＴの推進に向けた工夫・改善 
   
  （１） 組織的に進めるＯＪＴ 

 

学校では、教職員が職務を分担し、学校の経営方針に沿って組織的に

教育活動を実践しています。一方、教員一人一人の経験や能力が異な

るために、同じ教育課題に取り組んだ場合でも、その理解度や成果は

様々です。  
また、複数の教員が集まって学校の課題解決に当たる場合でも、自己

の力を十分に発揮することができない場合や当事者意識が持てないこ

とがあります。  
こうしたことからも職務上の課題と自己の取組との関連性を明確に

意識して、教員相互で学び合う場をＯＪＴとして進めていくことが重

要になります。  
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

【ＯＪＴ担当者とは】  
ＯＪＴ対象者の目標達成に適したモデルとなる教員や助言ができる

教員が、日常の業務を通して、ＯＪＴ対象者一人一人の資質・能力に応

じて、教員として必要な力を身に付けさせる役割があります。  
 

 

＜小学校の事例＞「教員全員で組織的に取り組むＯＪＴ」 

 

 若手教員の割合が多いＡ小学校の校長は、人材育成を学校の重要

な課題と捉え、副校長にＯＪＴの積極的な導入を指示した。 

そこで、副校長は全ての主任教諭をＯＪＴ担当者として指名し、

主幹教諭にＯＪＴ対象者との組合せを指示した。さらにＯＪＴシー

トを作成させ、各教員が自由に閲覧できるシステムをつくった。 

主任教諭はＯＪＴシートによってお互いのＯＪＴの進行方法や内

容を確認し合った。それにより、効率的なＯＪＴやＯＪＴの重複防

止等を図ることができた。 

一方、ＯＪＴ責任者である主幹教諭や副校長は、ＯＪＴの実施状

況を確実に把握できることで、ＯＪＴ担当者からの相談に対しても

適切な指導・助言をすることができた。 

毎学期一回、ＯＪＴ実施連絡会を開催し、実施状況を２～３名の

主任教諭に報告させた。これによって、学校全体の意識が高まり、

組織的なＯＪＴを実施することができた。 
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【ＯＪＴ責任者とは】  
    ＯＪＴ対象者一人一人の資質や能力及びこれまでの経験等を考慮し、

ＯＪＴ担当者を決定します。また、そのＯＪＴに関わる具体的な計画

や進行管理及び評価を行います。  
 

ア 組織体制を構築するポイント 

 

①  学校の実態に応じた組織体制の構築  
学校によって教員の職層構成等は様々であり、その実態に応じ

た組織体制を工夫し、職務に取り組む意欲の向上や課題解決の能

力の伸長につながるようにします。  
 

②  教員の職層に応じた役割の具体化  
各教員に期待することや、職層に応じて担わせる役割を具体的

に示します。その役割に応じたＯＪＴの実施により、自己の職層

の役割について理解を深めることや自信を持つことにもつなが

ります。  
 

③  実態に応じた柔軟なＯＪＴ体制  
ＯＪＴ対象者の育成課題を踏まえ、育成する側の得意分野や専

門領域を生かして、柔軟にＯＪＴ担当者を決定します。少人数グ

ループで実施する場合は、構成メンバーや人数等を工夫して、効

果的なＯＪＴ実施体制を構築します。  
 

④  今ある組織を生かしたＯＪＴ組織体制の構築  
ＯＪＴは日常業務の中で人材育成することであり、今ある組織

をＯＪＴの組織として活用することで、日常業務を通して育成の

成果を上げることができます。  
 

⑤  双方向性のあるＯＪＴ組織体制の構築  
組織的なＯＪＴを推進する上では、ＯＪＴ対象者だけでなく、

ＯＪＴ担当者を育成しなければなりません。全ての教員の力を育

成するためには、全員が主体的にＯＪＴに取り組むことができる

実施体制を構築することが大切です。  
 

⑥  ＯＪＴ責任者の明確化  
管理職が、ＯＪＴ責任者を指名した上で、ＯＪＴ対象者の育成

計画に責任を持たせることが重要です。ＯＪＴ責任者は「いつ・

どの場面で・誰が誰に対し・何を・どのように指導するか」など

について進行管理します。  
 

⑦  自己申告の活用  
管理職は、自己申告書に書かれた内容や面接時に確認したＯＪ

Ｔに関する事項をＯＪＴ責任者に伝え、ＯＪＴ担当者が指導・助

言に生かします。自己申告の面接後には、達成状況等を評価し校

長へ報告します。  
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イ 各職層の役割 

 

ＯＪＴを実施していく上で、各職層の役割を意識したＯＪＴの

実施体制を構築することが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ウ ＯＪＴ組織体制の例 

 

◎今ある組織を生かしたＯＪＴ組織体制 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ＯＪＴは、日常業務を通して行うため、新たに実施体制を構築

する必要はありません。今ある組織を活用することで、十分に効

果的なＯＪＴを行うことができます。ここでもＯＪＴ責任者が、

教員一人一人の力に応じて、ＯＪＴ対象者の目標を明確に設定し

ます。 
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◎課題別のＯＪＴ組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＪＴ責任者は、ＯＪＴ担当者の得意分野や専門領域を把握し、

ＯＪＴ対象者の能力に応じた適切な目標を設定し、両者の組合せ

を行います。ＯＪＴ責任者同士で連携し、課題別のペアやグルー

プを編成し、ＯＪＴを効果的に実施します。 

 

 

（２） 意識的・計画的・継続的に進めるＯＪＴ 
 

平成２２年３月発行の「ＯＪＴガイドライン」や平成２２年度から

実施されたＯＪＴ推進モデル校の取組を参考に、学校はＯＪＴの実施

体制を構築してきました。その結果、ＯＪＴが日常的に実践されるよ

うになりました。 

今後は、学校ごとの特性を生かし、ＯＪＴによる成果をより伸長さ

せるために意識的・計画的・継続的にＯＪＴを推進します。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜中学校の事例＞「ＯＪＴの意識を高める『一人一課題研修』の導入」 

 

 ベテラン教員が生徒指導を行う際に、若手教員とともに指導に当た

ることによって生徒指導のノウハウを伝達することができる。情報処

理の技術を持った教員はパソコンによる成績処理の方法や情報セキ

ュリティについて初任者教員等に伝達できる。Ａ中学校では、このよ

うに教員が得意とする技能や持っている技術を「課題研修の項目」（指

導させたい内容）として設定した。 

その中から、研修を受けたい内容を『一人一課題研修』として選択

させ、ＯＪＴの一環として位置付けた。必要に応じて複数の課題を選

択することも可能にした。 

教員が自ら課題を選択し、ＯＪＴ担当者が自己の得意分野の研修講

師を務めるため、研修そのものが活性化され、全教員のＯＪＴに対す

る意識が高まった。  

13



                                  

 

ア 意識的・計画的・継続的なＯＪＴの取組 

 

既に、多くの学校でＯＪＴが定着しています。今後はＯＪＴ対

象者が、自己の課題を正しく認識し、目的を持って主体的にＯＪ

Ｔに取り組んでいくことが必要です。一方、ＯＪＴ担当者がＯＪ

Ｔ対象者の課題を正しく認識し、職務上のふさわしい場面でＯＪ

Ｔを実施します。そのためには、ＯＪＴ責任者が意識的・計画的・

継続的なＯＪＴとなるように、適切に進行管理を行います。 

ＯＪＴで取り組む内容に関しては、教員が身に付けるべき四つ

の力のうち、「学習指導力」や「生活指導力・進路指導力」の育成

に取り組んでいる学校が多い一方、「外部との連携・折衝力」、「学

校運営力・組織貢献力」の育成を取組内容として設定している学

校が少ない現状が見られます。ＯＪＴ責任者はＯＪＴ対象者の実

態から適切なＯＪＴの内容を設定し、それに見合ったＯＪＴ担当

者を配置します。意識的・計画的・継続的なＯＪＴを実施するた

めには、ＯＪＴ対象者とＯＪＴ担当者の両者が課題を共有した上

で、ＯＪＴを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 組織的に取り組むＯＪＴ 

 

ＯＪＴでは、教員が自己の課題を把握し、職務上の成果につな

げるための目標を設定していきます。ＯＪＴを推進する意義には

次のような点が考えられます。 

 

○ 職務を通して育成できる 

職務遂行の様子を観察することで、ＯＪＴ対象者の課題が明

確になります。指摘された課題をＯＪＴ責任者とＯＪＴ担当者

が共有し、計画作成、実施について、組織の方針と一致した取

組へとつなげていきます。 

 

＜中学校の事例＞「『組織貢献力・外部折衝力』を高めるＯＪＴ」 

 

 Ｂ中学校の進路指導部では、キャリア教育の充実を図るため、

第２学年生徒全員の職場訪問・職場体験を実施した。１２０名

の生徒の訪問先・受入先を開拓するために、主任教諭を中心と

したプロジェクトチームを発足させた。   

事業所等への依頼や交渉は、主任教諭と若手教員がペアとな

って担当し、これまでの手法や知識を若手教員に伝達するＯＪ

Ｔの場となった。 

 こうした取組により、若手教員の「外部との連携・折衝力」

が身に付いた。 

14



                                  

 

○ 教員一人一人の能力や特性に応じて、育成目標を設定できる 

決められたテーマについて一律に取り組むのではなく、個々

の能力や特性に応じた目標を設定してＯＪＴに取り組むことに

なります。自己の能力や特性に応じた目標を設定するため、主

体的に取り組む姿勢が高まります。 

 

○ ＯＪＴを受ける側と行う側の双方の自己研さんになる 

ＯＪＴ担当者がＯＪＴの効果的な実施方法や、成果につなげ

るための工夫と改善を繰り返すことによって、ＯＪＴ担当者も

資質・能力の向上を期待することができます。 

 

○ 実施状況に応じてＯＪＴの方法を適宜改善できる 

ＯＪＴの実施方法について、評価を繰り返し行うことで、Ｏ

ＪＴの実施状況や教員一人一人の資質・能力に応じた方法へと

改善を加えることができます。 

 

○ ＯＪＴを受ける側が行う側になるといった育成機能の連続性

を確立できる 

ＯＪＴ対象者が身に付けた力や経験を生かし、次にＯＪＴ担

当者として次世代を育成していくという、育成機能の連続性が

確立できます。 

 

 

全ての教員が相互に刺激を受けながらＯＪＴに主体的に取り組

むなど、組織的なＯＪＴにより、人材育成上の大きな成果につな

がります。 

 
 

（３） ＯＪＴの成果と評価 

 
計画に沿ってＯＪＴを実施した後には、ＯＪＴ責任者やＯＪＴ担当

者が評価を行います。その際には、ＯＪＴ対象者の成果だけでなく、

意欲や取組姿勢、途中の段階での変容も併せて評価します。また、Ｏ

ＪＴ担当者の取組の成果も評価します。 

評価は、目標の達成度にかかわらず、成果を上げた原因がどこにあ

ったのかを検証します。例えば、ＯＪＴの目標や実施方法が適切であ

ったか、実施方法のどの部分が成果を上げ、課題をもたらしたのかな

どについて、ＯＪＴ責任者とＯＪＴ担当者で検証します。 

成果や課題について、ＯＪＴ対象者である教員自身も検証します。

ＯＪＴの目標の達成度は、教員の意識や意欲に左右されることもあり、

適切に自己評価することで、ＯＪＴへの意識と理解が高まり成果につ

ながります。 
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＜特別支援学校の事例＞「ＯＪＴの成果を評価する工夫」 

 

Ｄ特別支援学校のＢ主任教諭は、Ａ教諭の保護者面談に同席

し具体的な助言を１年間継続して行ったことにより、学級担任

としてのＡ教諭の外部折衝力に関するＯＪＴの成果を把握する

ことができた。 

Ｂ主任教諭は、Ａ教諭への指導・助言内容やＡ教諭の変容等

について詳細に記録し、ＯＪＴ責任者であるＣ主幹教諭へ報告

した。 

Ｃ主幹教諭は、他のＯＪＴ対象者の状況と比較検討し、適切

に評価・指導することができた。さらにＣ主幹教諭は全ての主

任教諭からのＯＪＴの報告内容と、主任教諭に対する自身の指

導についてＯＪＴシートを基に副校長に報告した。 

副校長は、ＯＪＴ責任者である他の主幹教諭からも報告を受

け、ＯＪＴの達成度を把握・分析することで、Ｃ主幹教諭に具

体的かつ的確な指導を行うことができた。 

 

＜高等学校の事例＞「ＯＪＴの成果を検証しやすくする工夫」 

 

Ａ高等学校では、ＯＪＴ対象者である複数の若手教員を、採

用年次ごとの少人数グループ（２～３名）に分け、その少人数

グループごとにＯＪＴ担当者を指名した。少人数としたことで、

ＯＪＴ担当者はきめ細かい指導・助言ができ、ＯＪＴ対象者の

変容も捉えやすくなった。 

学期始めと学期末には、ＯＪＴ担当者の連絡会を実施した。

連絡会では、各グループのＯＪＴ担当者が進捗状況や成功事例

などを報告し合い、他のＯＪＴ担当者から意見をもらうことで、

ＯＪＴの検証の場となった。 

さらに、検証結果の報告を受けたＯＪＴ責任者が、実施方法

や進行管理について、ＯＪＴ担当者に指導・助言するといった

態勢が確立された。 
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（４） 評価を生かしたＯＪＴの改善 
 

学校の教育力や組織的に課題解決を図る力を向上させるために、人材

育成に組織的に取り組む必要があります。高等学校では、ＯＪＴを組

織的な取組として推進していくために、平成２６年度に「ＯＪＴ診断

基準」を策定し、実施してきました。 

この診断基準では、「ＯＪＴガイドライン」で示された四つの力を育

成するために、学校で行うべき組織的な取組を示しており、学校の取

組がどのような状況にあるか、校長が自校の状況を確認するとともに、

学校経営支援センターにおいても検証し、共通認識を持って、課題解

決に当たり、高等学校全体の組織マネジメントの一層の向上を図るこ

とを目的としています。 

 

ＯＪＴ診断基準の報告によると、分掌等の課題の発見や改善策につい

て報告させ、主幹教諭・主任教諭が指導・助言し、改善策を提案させ

ている学校は１７．９％でした。また、意見を報告させ指導・助言し

ている学校が６０．０％でした。さらに、意見を報告させるのみの学

校が１９．５％でした。 

 

半数以上の学校において、主幹教諭・主任教諭が若手教員等に指導・

助言をしていますが、より効果的に人材育成をするためには、指導・

助言を受けた後に、再度改善策を考えさせ提案させていくことが必要

です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導上の問題につ

いて、教員に指摘さ

せる。 

その問題について

の解決策を指導・助

言する。 

指導・助言された

ことを基に、解決策

を報告させる。 
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ア 計画・実施・実施後の段階で改善につなげる 

 

１年間を見通したＯＪＴでは、成果や課題について検証したこ

とを基に、改善を次の計画に反映させます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 結果を評価して改善につなげる 

 

計画に沿ってＯＪＴを実施した後には、ＯＪＴ責任者やＯＪＴ

担当者が評価します。その際には、結果としての成果や課題だけ

でなく、意欲や取組姿勢、途中の段階での変容も併せて評価しま

す。 

そこで、ＯＪＴにより達成できたこと、以前より少しでも向上

が見られたことについては、教員本人に伝えます。評価を言葉に

出して伝えることが、ＯＪＴ対象者の意欲の向上や次年度に向け

た課題発見につながります。また、ＯＪＴ担当者にとっても、取

組の成果を自ら評価することで、改善につなげることができます。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜高等学校の事例＞「ＯＪＴの改善を次の計画につなげる」 

 

 Ｅ高等学校のＡ教諭（採用２年目、英語科）は、教務部で一

学期の定期考査の時間割作成を任された。 

 ４月末、英語科主任は、Ａ教諭から「考査時間割の作成と英

語の考査問題の作成とが重なり、気持ちにゆとりがない」と相

談を受けた。 

 そこで、英語科主任は、考査時間割の作成に関するＯＪＴを

Ａ教諭に対して速やかに実施するよう、教務主任に依頼して了

解を得た。その結果、Ａ教諭は考査時間割と英語の考査問題の

作成を確実に行うことができた。 

このことにより、Ａ教諭は２学期以降のＯＪＴにも前向きに

取り組み、教師として自信を持って職務を遂行している。 
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２ 指導教諭の活用 

 

（１） 指導教諭の設置の目的と職責 

 

ア 設置の目的 
 

教科指導について高い専門性と優れた指導力を持つ教員の力を

活用し、都の教員全体の意欲と学習指導力の向上を図るため、指

導教諭の職を設置しました。 
 

イ 指導教諭の職責 

 

学校の教員として自ら授業を受け持ちながら、自校及び他校の

教員に対して、教科指導に関する指導・助言を行います。 
 
 

（２） 指導教諭の具体的な職務内容 

 

ア 模範授業 

 

所属する学校で、年３回以上模範授業及び研究協議会を実施し

ます。指導教諭は、都内公立学校の同一教科等の教員に対して、

教科等指導に係る指導・助言を行います。 

模範授業の参加については、都教職員研修センターのホームペ

ージで日程を確認し、受講申込みをしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 実施回数 

指導教諭は所属校において、年３回以上の模範授業を実施し

ます。授業後、研究協議会を開催し、授業のポイントや指導技

術等について、参加者との意見交換や、指導・助言を行います。 

 

○ 実施時期 

他校の参加者が参加しやすい日時に設定しています。 

 

○ 他校からの参加者 

各校の教科代表者（学校において管理職から指名された教科

等の代表者）は模範授業及び研究協議会の参加後、所属校にお

いて校内ＯＪＴ等で他の教員に指導教諭の模範授業から学んだ

ことを広げて、所属校の教員の授業力を高めていきます。 

 

東京都教職員研修センターホームページアドレス 
 

http://www.kyoiku-kensyu.metro.tokyo.jp/ 
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イ 公開授業 

 

公開授業は、指導教諭が所属校において授業のみを公開するも

のです。  
 

ウ 校内ＯＪＴ 

 

指導教諭が所属する学校の同一教科等の教員に対して指導方法

の継承や教科等指導に係る指導・助言を行います。  
 

エ 個別相談 

 

指導教諭は、模範授業、作成・公表した教科指導資料等及びそ

の他教科等の指導に係る都内公立学校の教員等からの相談を個別

に受け付け、指導・助言を行います。  
 

オ 授業支援 

 

指導教諭に対して授業支援を希望する学校は、指導教諭の所属

する学校の校長に対し、指導教諭の派遣の依頼を行うことができ

ます。指導教諭は、依頼を受けて当該学校を訪問し、授業観察、

研修講師、研究協議等により校内ＯＪＴを支援します。  
 

カ 教科指導資料等開発 

 

指導教諭が模範授業等で活用した教科指導資料等を公開し、都

内公立学校の教員の教科等指導の充実に役立てます。  
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（３） 指導教諭の活用例    
 
指導教諭が配置されている学校では、自校において指導教諭を活用

した校内ＯＪＴを行うことはもちろんですが、指導教諭の配置がない

学校においても、以下の方法等により、指導教諭を活用したＯＪＴを

行うことが可能です。 
 

ア 模範授業、研究協議会への参加 

 

各校の教科代表者は、指導教諭が行う模範授業に参加した後、

所属校において校内ＯＪＴを実施し、他の教員に対して成果を還

元することが求められます。そのため、模範授業後に実施する研

究協議会では、所属校で実施する校内ＯＪＴ等への活用を想定し

て主体的に意見交換等を行うことが重要です。 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜特別支援学校 中学部の事例＞ 

「若手教員の指導力向上を目的とした模範授業の活用」 

 

Ａ特別支援学校では、若手教員の指導力の向上が課題だっ

た。Ｂ主任教諭は、若手教員に力を付けさせるための指導重点

等を得たいと考え、Ｃ特別支援学校のＤ指導教諭による模範授

業を参観した。 

Ｄ指導教諭の模範授業では、生徒の障害特性に応じてＩＣＴ

機器を活用した授業が展開されていた。Ｂ主任教諭は、ＩＣＴ

教材等の事前準備が十分に行われていると感じた。 

研究協議会では、Ｄ指導教諭から「若手教員にとっては、生

徒との関わりを通して障害特性を把握することが、効果的な教

材準備につながる。」との助言を得た。 

学校に戻った B 主任教諭は、校内ＯＪＴの機会に、障害特性

に合った教材の作成について説明し、若手教員の指導力向上に

役立った。  
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＜中学校の事例＞ 

「指導教諭の配置のない学校での模範授業の活用」 

 

Ａ中学校の校長は、Ｂ中学校の理科のＣ指導教諭の模範授業

を参観し、活用するようにＤ副校長へ指示した。 

Ｄ副校長は、Ｅ主任教諭に対してＣ指導教諭の模範授業の日

程を都教職員研修センターのホームページで確認し、模範授業

に参加するように指示した。 

Ｃ指導教諭の模範授業に参加したＥ主任教諭は、授業におい

て①ティーム・ティーチングを活用し、生徒へ助言の機会を多

くしていること、②生徒の考えを文章に表し、意見をまとめる

時間を十分に確保していることなどに気付いた。研究協議会で

は、ティーム・ティーチングでの教師の役割、生徒への適切な

課題の与え方を学ぶことができた。 

学校に戻ったＥ主任教諭は、校内ＯＪＴにおいて他の教員に

対してＣ指導教諭の模範授業や学んだ成果の報告を行い、還元

した。 
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イ 教科代表者による校内ＯＪＴ 

 

指導教諭は、模範授業や公開授業等を通じて他校の教科代表者

に教科等の指導技術を普及させます。それを受けて、各校の教科

代表者は、模範授業等で学んだ指導技術を校内ＯＪＴ等で同一教

科の他の教員に広めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜高等学校の事例＞「模範授業参観の成果を教科会で報告・還元」 

 

Ａ高等学校英語科主任のＢ主任教諭は、生徒の学習意欲を高め

るための工夫について、他校の教員の実践から学びたいと考え、

Ｃ高等学校英語科のＤ指導教諭による模範授業を参観した。 

Ｄ指導教諭によるアクティブ・ラーニングを取り入れた授業で

は、生徒が互いに意見を出しながら、教員が指示した課題の解決

に取り組む様子を学ぶことができた。また、授業後の研究協議会

では「適切な課題設定をするためには生徒の学習状況の把握が大

切であり、そのためには毎回の授業の中で生徒に振り返りをさせ

るとよい」などの助言を受けた。 

学校に戻ったＢ主任教諭は教科会において、振り返りシートの

活用を提案し、全ての英語科の授業のまとめに学習事項の振り返

りをさせることにした。 

 

＜小学校の事例＞「校内研究のＯＪＴを活用した報告・還元」 

 

Ａ小学校算数科主任のＢ主任教諭は、校内研究のテーマである

「算数を通して学び合い表現する子の育成」に向けて、具体的な

授業の在り方について学びたいと考えた。そこで、他校の C 指

導教諭の「東京方式 習熟度別指導ガイドライン」に基づいた算

数の模範授業及び研究協議会に参加した。 

Ｂ主任教諭は、校内ＯＪＴにおいて、模範授業や研究協議会で

学んだ児童への発問の仕方、個別指導、グループ発表のねらい、

算数的活動を通して数学的思考力や表現力を育成するための指

導の工夫について他の教員に伝えた。 

その後、新たな視点が加わった教材や指導方法についても意見

が出され、これまで以上に校内研究の活性化が図れた。  
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    ウ 指導教諭による授業支援 

 

指導教諭に対して授業支援を希望する学校は、指導教諭の所属す

る学校の校長に対して、指導教諭の派遣の依頼を行うことができま

す。依頼を受けた指導教諭の所属する学校の校長が適当であると認

めた場合は、指導教諭に対して、依頼してきた学校への出張を命じ

ます。 

指導教諭は、依頼元の学校を訪問し、授業観察、研修講師、研究

協議等により校内ＯＪＴを支援します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事例で示したとおり、校長は、指導教諭の自校配置の有無にかか

わらず、指導教諭の活用を十分に図ることが、学校経営上必要です。    

また、地区教育委員会は、校長会や地区での研修会等を通して、

指導教諭の活用について周知徹底を図ることが求められます。 

 

＜小学校の事例＞ 

「模範授業参観と連動させた指導教諭による授業支援」 

 

Ａ小学校の校長は、Ｂ主任教諭が参観した模範授業を行ったＣ

指導教諭に授業支援をしてもらいたいと考え、Ｃ指導教諭の所属

する学校の校長に派遣の依頼を行った。 

Ｃ指導教諭は、Ａ小学校を訪問して算数の研究授業を観察した。

その後、Ｃ指導教諭は、研究協議会で講師として、算数科の授業

における学び合いや表現力の育成のポイント、各コースの効果的

な授業展開について具体的に指導を行った。 

算数科主任のＢ主任教諭が行った校内ＯＪＴに加え、Ｃ指導教

諭から直接の指導が得られ、更に校内研究が深まった。  

 

＜中学校の事例＞「校内ＯＪＴの推進と指導教諭による授業支援」 

 

Ａ中学校のＢ主任教諭は、理数教育フロンティア校であるＣ中

学校のＤ指導教諭の模範授業に参加した後、校内ＯＪＴを実施し

た。 

Ａ中学校の校長はその内容から、Ｅ教諭が行う第 2 学年の理科

「気象のしくみと天気の変化」の研究授業で、都の取組を紹介し

てもらうために、Ｄ指導教諭を講師として招へいすることにした。 

Ｄ指導教諭は、Ｅ教諭の研究授業を参観し、研究協議会で「防

災ノート」を活用した授業実践例の紹介などを通して、授業支援

を行った。  
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１ 職層別 教員が身に付けるべき力について 

 
（１） 教員が身に付けるべき四つの力 

 

都教育委員会では、教員が身に付けるべき力として「学習指導力」「生

活指導力・進路指導力」「外部との連携・折衝力」「学校運営力・組織

貢献力」の四つを示しています。これらの四つの力は全ての職層に必

要な力ですが、自己申告の際には、主幹教諭は「学校経営への参画」、

指導教諭は「学習指導」や「学校経営への貢献」、主任教諭は「学校運

営」、教諭は「学習指導」「生活指導・進路指導」など、職層に応じた

重み付けに沿って、各教員は目標を設定しています。 

本ガイドラインではＯＪＴを通して、各職層において身に付けるべ

き四つの力を具体的に示す中で、ＯＪＴを行う立場としてどのような

能力を身に付ける必要があるのかも明確にしました。  

 

（２） 「学校マネジメント能力」の育成について 

     

教員が身に付けるべき力の中で、「外部との連携・折衝力」と「学校

運営力・組織貢献力」の二つの力は、社会状況の変化や学校が解決す

べき課題に対応し、特に教員が身に付けることが必要な力です。また、

この二つの力を基盤とした「学校マネジメント能力」の育成により、

教員から管理職へキャリアアップが図られ、学校管理職の確保も行わ

れます。 

今後、この「学校マネジメント能力」を、管理職や主幹教諭のみな

らず、指導教諭や主任教諭、教諭も身に付けることがより重要です。 

今回の改正では、各職層においても「外部との連携・折衝力」「学校

運営力・組織貢献力」を育成し、学校のリーダー又はミドルリーダー

として役割を担える人材、要するに「学校マネジメント能力」の育成

を目指しています。 

 

（３） ＯＪＴを効果的に推進するために 

 

この間、各校において、ＰＤＣＡサイクルを生かしたＯＪＴの推進

が行われてきました。 

さらに、ＯＪＴを意識的・計画的・継続的に行うには、Ｐ（計画）

とＣ（評価）をきちんと位置付けることが重要です。 

このことにより、教員自身のモチベーションや自己有用感が高まり、

今後の授業や校務分掌の職務に前向きに取り組むことにつながるから

です。 

次に、活用例と具体例として、職層別のＯＪＴを「Ｐ」「Ｄ」「Ｃ」「Ａ」

の場面ごとに示しました。具体例の表の見方を参考にし、意識的・計

画的・継続的なＯＪＴの実施ができるようにしてください。  
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（４）教員が身に付けるべき力とＯＪＴの具体例の表の見方について 

  
① ＰＤＣＡサイクルでＯＪＴの具体例を示しました。  

    ② ＯＪＴで身に付ける内容（○）と、ＯＪＴの方法（■）を示し

ました。  
    ③ ＯＪＴを受ける立場と、ＯＪＴを行う立場を分けて示しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

（５）表の活用について 

 

ＯＪＴ担当者は、ＯＪＴ対象者の職層に合わせて、ＯＪＴの目標を

設定し、具体例で示した内容等を示してありますので、組織的にＯ

ＪＴを充実させるために活用しましょう。 

③ 

主
幹
教
諭
は
、
主
任
教
諭
に
身
に
付
け
さ
せ
る
力
を
参

考
に
Ｏ
Ｊ
Ｔ
の
計
画
を
立
て
ま
す
。 

② 主任教諭の場合は、「学習指導力」、「生活

指導力・進路指導力」、「外部との連携・折衝

力」、「学校運営力・組織貢献力」の四つの力

のそれぞれについて示された具体的に内容

と方法を参考にし、ＯＪＴの内容や方法を実

施します。 

③ 
主
任
教
諭
は
教
諭
の
育
成
を
図
り
ま
す
。

教
諭
の
ペ
ー
ジ
も
参
考
に
し
、
計
画
的
に
Ｏ

Ｊ
Ｔ
を
実
施
し
ま
す
。 

体罰を防ぐための 
ＯＪＴについても 
示しました。 

① Ｐ（計画・立案する場面、見通しをもつ場面） 
Ｄ（取組を行う場面、職務を実行する場面） 
Ｃ（振り返る場面） 
Ａ（次に生かす場面） 
のサイクルでＯＪＴを実施します。 
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 ２
 
教
員
が
身
に
付
け
る
べ
き
力
と
Ｏ
Ｊ
Ｔ
の
具
体
例

 

（
１
）
教
諭

 

教
諭
と
し
て

 

身
に
付
け
る
べ
き

 

四
つ
の
力

 

学
習
指
導
力

 
生
活
指
導
力
・
進
路
指
導
力

 
外
部
と
の
連
携
・
折
衝
力

 
学
校
運
営
力
・
組
織
貢
献
力

 
・
授
業
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
ね
ら
い
に
沿
っ
て
学
習
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
児
童
・
生
徒
の
興
味
・
関
心
を
引
き
出
し
、
個
に
応
じ
た

指
導
が
で
き
る
。
 

・
主
体
的
な
学
習
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
学
習
状
況
を
適
切
に
評
価
し
、
授
業
を
進
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

・
授
業
を
振
り
返
り
、
改
善
で
き
る
。
 

 

・
児
童
・
生
徒
と
良
好
な
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

・
児
童
・
生
徒
の
思
い
を
理
解
し
、
適
切
に
指
導
で

き
る
。
 

・
児
童
・
生
徒
の
個
性
や
能
力
の
伸
長
並
び
に
健
全

な
心
身
及
び
社
会
性
の
育
成
を
通
し
て
自
己
実

現
を
図
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
生
活
指
導
・
進
路
指
導
上
の
課
題
を
発
見
し
、
解

決
で
き
る
。
 

・
課
題
に
応
じ
保
護
者
・
地
域
・
外
部
機
関
と

連
携
を
と
り
解
決
に
向
け
て
取
り
組
む
こ

と
が
で
き
る
。
 

・
保
護
者
・
地
域
・
外
部
機
関
と
の
協
働
の
下
、

自
校
の
教
育
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

・
学
校
か
ら
の
情
報
発
信
や
広
報
、
保
護
者
・

地
域
・
外
部
機
関
か
ら
の
情
報
収
集
を
適
切

に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
担
当
す
る
校
務
に
お
い
て
企
画
・
立
案
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

・
上
司
や
同
僚
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
 

と
り
な
が
ら
、
円
滑
に
校
務
を
遂
行
で
き

る
。
 

・
組
織
の
一
員
と
し
て
校
務
に
積
極
的
に
参
 

画
で
き
る
。
 

・
校
務
の
問
題
点
を
把
握
、
改
善
で
き
る
。
 

 
○
 
Ｏ
Ｊ
Ｔ
に
よ
り
身
に
付
け
る
べ
き
内
容
 
 
 
■
 
Ｏ
Ｊ
Ｔ
の
方
法
（
無
印
は
全
校
種
共
通
）

 
計

画
・

立
案

す
る

場
面

 

見
通

し
を

持
つ

場
面

 
  

○
単
元
及
び
１
単
位
時
間
の
授
業
の
展
開
を
考
え
る
。 

○
板
書
計
画
や
評
価
計
画
を
立
て
る
。

 
○
教
材
研
究
や
教
材
の
準
備
を
行
う
。

 
 ■
指
導
教
諭
や
指
導
教
員
等
、
他
の
教
員
の
授
業
を

参
観
さ
せ
る
。
 

■
学
年
や
教
科
担
当
、
グ
ル
ー
プ
で
相
談
さ
せ
る
。
 

○
担

当
す

る
児

童
・

生
徒

の
実

態
を

把
握

し
、
伸
ば
す
べ
き
個
性
・
能
力
を
見
い
だ

す
。

 
○

学
校

や
学

級
が

直
面

す
る

生
活
指

導
上

の
課
題
を
把
握
し
、
対
応
策
を
考
え
る
。
 

○
児
童
・
生
徒
及
び
学
校
等
の
状
況
に
応
じ

た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
計
画
を
立
て
る
。
 

■
学
年
や
教
科
担
当
、
指
導
グ
ル
ー
プ
で
相

談
さ
せ
る
。
 

■
生
活
指
導
主
任
、
進
路
指
導
主
任
に
よ
り
講

義
や
助
言
を
さ
せ
る
。

 

○
１
年
間
の
保
護
者
会
や
個
人
面
談
、
地
域
行

事
、
上
級
学
校
等
と
の
連
携
に
つ
い
て
の
見

通
し
を
持
つ
。

 
○
保
護
者
会
や
家
庭
訪
問
、
個
人
面
談
等
の
進

め
方
を
知
り
、
保
護
者
に
伝
え
る
内
容
を
整

理
す
る
。

 
○
自
校
と
連
携
し
て
い
る
外
部
機
関
を
知
り
、

対
応
方
法
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

 
■
学
年
会
で
年
間
の
計
画
を
立
て
さ
せ
る
。

 
■
指
導
教
員
等
か
ら
連
携
方
法
等
を
聞
い
て

学
ば
せ
る
。

 

○
担
当
す
る
校
務
分
掌
の
職
務
内
容
を
理
解

し
、
１
年
間
の
職
務
の
見
通
し
を
持
つ
。

 
○
前
年
度
の
学
校
評
価
を
生
か
し
、
担
当
校
務

分
掌
の
計
画
を
立
て
る
。

 
○
校
長
の
学
校
経
営
方
針
に
基
づ
き
、
自
己
申

告
書
や
学
級
経
営
案
等
を
作
成
す
る
。

 
 ■
校
務
分
掌
の
会
議
で
職
務
内
容
を
理
解
さ

せ
る
。

 
■
分
掌
担
当
の
主
幹
教
諭
や
主
任
教
諭
等
か

ら
指
導
を
受
け
さ
せ
る
。

 
 

指
導

を
行

う
場

面
 

職
務

を
実

行
す

る
場

面
 

○
教
材
・
教
具
を
工
夫
し
、
児
童
・
生
徒
に
興
味
・
関

心
を
持
た
せ
る
指
導
を
行
う
。

 
○
発
問
を
工
夫
し
、
児
童
・
生
徒
が
自
ら
調
べ
た
り
考

え
た
り
す
る
場
面
を
設
定
す
る
。

 
○
机
間
指
導
に
よ
り
、児

童
・
生
徒
の
実
態
を
把
握
し
、

個
に
応
じ
た
指
導
を
行
う
。

 
○
教
員
間
で
児
童
・
生
徒
の
状
況
や
課
題
を
共
通
認
識

し
て
指
導
を
行
う
。

 
 

○
担
当
学
級
、
学
年
の
生
活
指
導
を
徹
底
さ
せ

る
。

 
○
児
童
・
生
徒
の
生
活
指
導
上
の
問
題
に
直
面

し
た
際
、
他
の
教
員
に
相
談
し
な
が
ら
解
決

す
る
。

 
○
人
権
に
対
す
る
意
識
を
高
め
る
と
と
も
に
、

い
じ
め
の
防
止
、
体
罰
に
よ
ら
な
い
指
導
に

つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方
を
理
解
す
る
。

 
○
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
つ
い
て
、
職
業
調
べ
、
職

○
計
画
に
基
づ
い
て
、
適
宜
、
相
手
方
と
連
絡

を
と
る
。

 
○
保
護
者
・
地
域
・
外
部
機
関
と
相
互
に
理

解
し
合
い
、
問
題
点
の
解
決
に
向
け
誠
意

を
持
っ
て
対
応
す
る
。
 

○
校
長
・
副
校
長
や
主
幹
教
諭
等
の
指
示

で
、
保
護
者
や
外
部
機
関
と
連
絡
を
と

る
。
 

○
必
要
に
応
じ
て
、
保
護
者
・
地
域
・
外
部

○
学
年
主
任
等
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
学
級

経
営
を
行
う
。

 
○
校
務
分
掌
の
主
任
の
指
示
を
受
け
た
り
、
他

の
担
当
者
と
協
力
し
、
職
員
会
議
で
提
案
し

た
り
、
職
務
を
遂
行
し
た
り
す
る
。

 
○
担
当
者
と
し
て
他
の
教
員
に
対
し
て
、
必
要

な
指
示
を
出
す
。

 
○
適
宜
、
主
任
を
通
し
て
校
長
・
副
校
長
に
報

告
す
る
。

 

Ｏ
Ｊ
Ｔ
で
身
に
付
け
る
内
容
が
多
く
あ
り
ま
す
が
、
教
諭
自
身
が
Ｏ
Ｊ
Ｔ
で
教
え
る
立
場
に
な
り
、
相
互
に
高
め
合
う
こ
と
も
有
効
で
す
。

 
外
部
と
の
連
携
・
折
衝
力
や
学
校
運
営
力
・
組
織
貢
献
力
も
併
せ
て
育
成
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

 

Ｏ
Ｊ
Ｔ
シ
ー
ト

や
自
己
申
告
書

を
活
用
し
て
、

身
に
付
け
る
べ

き
力
を
明
確
に

し
ま
し
ょ
う
。
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■
ス
モ
ー
ル
ス
テ
ッ
プ
の
目
標
を
明
確
に
持
ち
、
授

業
を
実
施
さ
せ
る
。
 

■
他
の
教
員
か
ら
参
観
し
た
授
業
に
つ
い
て
の
指

導
・
助
言
を
受
け
さ
せ
る
。
 

場
体
験
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
な
ど
に
つ
い

て
、
学
年
等
の
教
員
と
相
談
し
な
が
ら
、
実

施
す
る
。

 
○
児
童
・
生
徒
の
健
康
や
障
害
の
状
態
、
能

力
・
適
性
な
ど
を
客
観
的
に
理
解
し
、
個

へ
の
発
達
援
助
・
指
導
を
行
う
。
 

○
進

路
指

導
に

関
す

る
個

人
面
談
や

三
者

面
談
を
行
う
。
 

■
他
の
教
員
と
連
携
し
、
日
常
的
に
生
活
指

導
を
行
わ
せ
る
。
 

■
学
年
等
の
教
員
と
連
携
し
、
キ
ャ
リ
ア
教

育
を
行
わ
せ
る
。

 

機
関
に
必
要
な
情
報
提
供
や
適
切
な
説

明
を
す
る
。
 

○
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
対
し
て
、
活
動
の
内
容
や
意
図
を
説

明
し
、
効
果
的
な
教
育
活
動
を
促
進
す

る
。
 

■
学
級
担
任
と
し
て
、
保
護
者
対
応
を
適
切

に
行
わ
せ
る
。
 

■
学
年
会
や
校
務
分
掌
等
で
、
担
当
と
し
て
、

外
部
機
関
等
と
の
連
携
を
推
進
さ
せ
る
。

 
■
地
域
行
事
等
に
積
極
的
に
参
加
さ
せ
る
。

 

■
日
常
業
務
と
し
て
担
当
職
務
を
遂
行
さ
せ

る
。

 
■
校
務
分
掌
の
部
会
で
、
主
幹
教
諭
や
主
任
教

諭
か
ら
指
導
・
助
言
さ
せ
る
。

 

振
り

返
る

場
面

 
○
児
童
・
生
徒
の
学
習
の
定
着
の
状
況
を
評
価
す
る
。 

○
自
分
の
指
導
を
振
り
返
る
。

 
 ■
週
ご
と
の
指
導
計
画
に
振
り
返
り
を
記
載
さ
せ
る
。 

■
学
年
や
教
科
担
当
、
グ
ル
ー
プ
で
相
談
さ
せ
る
。

 
 

○
学
年
や
学
級
の
生
活
指
導

･
進
路
指
導
上

の
課

題
や

解
決

の
た

め
の

実
践

に
基

づ

き
、
更
な
る
改
善
策
を
考
え
る
。
 

○
課
題
や
改
善
策
に
つ
い
て
、
学
年
主
任
、

生
活

指
導

主
任

及
び

進
路

指
導

主
任

に

報
告
す
る
。
 

 ■
学
年
や
教
科
担
当
、
指
導
グ
ル
ー
プ
で
相

談
さ
せ
る
。
 

■
生
活
指
導
全
体
会
で
情
報
共
有
さ
せ
る
。

 

○
自
分
自
身
の
取
組
や
そ
の
成
果
に
つ
い
て

振
り
返
る
。

 
 ■
自
己
申
告
の
中
間
申
告
に
振
り
返
り
を
記

載
さ
せ
る
。

 
■
学
年
会
で
相
談
さ
せ
る
。

 
■
取
組
の
課
題
を
職
員
会
議
等
で
情
報
共
有

さ
せ
る
。

 

○
校
務
分
掌
の
進
捗
状
況
を
確
認
す
る
。

 
○
終
了
し
た
行
事
等
に
つ
い
て
は
、
学
校
全
体

の
取
組
や
児
童
・
生
徒
の
変
容
等
の
振
り
返

り
と
と
も
に
、
教
員
自
身
の
職
務
へ
の
取
組

状
況
を
振
り
返
る
。

 
○
担
当
の
校
務
分
掌
に
つ
い
て
の
成
果
と
課

題
を
ま
と
め
る
。

 
■
校
務
分
掌
の
部
会
で
振
り
返
り
を
さ
せ
る
。

 
■
自
己
申
告
の
中
間
申
告
に
振
り
返
り
を
記

載
さ
せ
る
。

 
次

に
生

か
す

場
面

 
○
指
導
教
員
の
指
導
を
参
考
に
、自

分
の
指
導
を
改
善

す
る
。

 
 ■
反
省
を
生
か
し
、次

の
単
元
や
時
間
の
授
業
を
行
わ

せ
る
。

 

○
学
年
主
任
、
生
活
指
導
主
任
及
び
進
路
指
導

主
任
の
指
示
の
下
、
課
題
解
決
を
図
る
。

 
 ■
振
り
返
り
を
生
か
し
、
生
活
指
導
・
進
路
指

導
に
関
す
る
計
画
を
立
て
さ
せ
る
。

 

○
振
り
返
り
を
生
か
し
、
次
の
保
護
者
面
談
や

外
部
機
関
と
の
連
携
を
行
う
。

 
 ■
場
合
に
よ
っ
て
は
、
保
護
者
面
談
に
学
年
主

任
等
が
同
席
し
、
実
際
の
対
応
を
学
ば
せ

る
。

 

○
ス
モ
ー
ル
ス
テ
ッ
プ
で
行
っ
た
振
り
返
り

に
基
づ
き
、
取
組
に
つ
い
て
の
次
の
目
標
を

設
定
し
、
実
行
す
る
。

 
 ■
分
掌
の
主
任
が
進
行
管
理
を
行
い
、
次
の
目

標
を
設
定
さ
せ
る
。

 

教
諭

が
、

他
の

教
諭

に
 

教
え

る
立

場
と

し
て

、
 

Ｏ
Ｊ

Ｔ
を

行
う

場
面
 

○
教
諭
の
授
業
を
見
て
、
具
体
的
な
意
見
を
言
う
。
 

○
専
門
と
し
て
い
る
教
科
・
領
域
等
に
つ
い
て
、
教
諭

に
指
導
・
助
言
を
行
う
。
 

 ■
校
内
研
究
で
教
諭
の
授
業
に
積
極
的
に
意
見
等
を

発
言
さ
せ
る
。【

小
】
 

■
校
内
研
修
で
他
教
科
の
教
員
と
指
導
方
法
等
を
共

有
し
合
え
る
よ
う
、
提
案
さ
せ
る
。【

中
・
高
】
 

■
Ｏ
Ｊ
Ｔ
研
修
会
で
講
師
と
な
り
、
教
諭
に
指
導
・
助

言
さ
せ
る
。
 

○
自
校
の
生
活
指
導
・
進
路
指
導
上
の
課
題

に
気
付
き
、
教
諭
に
問
題
提
起
す
る
。
 

○
他

学
年

や
他

の
学

級
の

生
活
指
導

上
の

問
題
に
つ
い
て
、
共
に
対
応
し
た
り
、
効

果
的

な
指

導
方

法
に

つ
い

て
助

言
し

た

り
す
る
。
 

 ■
学
年
会
等
で
教
諭
に
、
自
分
が
対
応
し
た

事
例
や
面
談
等
に
つ
い
て
、
情
報
提
供
さ

せ
る
。
 

○
保
護
者
と
の
対
応
や
外
部
機
関
と
の
連
携

の
経
験
に
つ
い
て
、
教
諭
に
伝
え
る
。
 

 ■
学
年
会
等
で
教
諭
に
、
自
分
が
対
応
し
た

事
例
等
に
つ
い
て
、
情
報
提
供
さ
せ
る
。
 

 

○
校
務
分
掌
の
中
で
、
責
任
者
と
な
る
役
割
と

な
り
、
教
諭
に
指
示
を
出
す
。
 

○
経
験
の
あ
る
分
掌
に
つ
い
て
、
教
諭
に
職
務

内
容
や
年
間
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
を
教
え

る
。
 

 ■
校
務
分
掌
の
部
会
で
教
諭
に
、
自
分
が
経

験
し
た
職
務
に
つ
い
て
、
報
告
さ
せ
る
。
 

 

設
定
し
た
目
標

や
実
際
の
職
務

に
つ
い
て
振
り

返
り
、
次
の
目

標
を
立
て
ま
し

ょ
う
。
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 ２
 
教
員
が
身
に
付
け
る
べ
き
力
と
Ｏ
Ｊ
Ｔ
の
具
体
例

 

（
２
）
主
任
教
諭

 

主
任
教
諭
と
し
て

身
に
付
け
る
べ
き

 

四
つ
の
力

 

学
習
指
導
力

 
生
活
指
導
力
・
進
路
指
導
力

 
外
部
と
の
連
携
・
折
衝
力

 
学
校
運
営
力
・
組
織
貢
献
力

 
・
児
童
・
生
徒
の
反
応
を
生
か
し
、
主
体
的
な
学
習

を
促
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
若
手
教
員
の
模
範
と
な
る
授
業
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。
 

・
若
手
教
員
の
指
導
上
の
課
題
を
捉
え
、
分
析
・
助

言
・
提
案
が
で
き
る
。
 

・
授
業
改
善
や
授
業
評
価
に
つ
い
て
の
自
校
の
実
態

を
捉
え
、
課
題
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
児
童
・
生
徒
に
自
己
有
用
感
を
抱
か
せ
る
。 

・
自
校
の
問
題
点
か
ら
課
題
を
設
定
し
、
解

決
策
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
若
手
教
員
が
持
つ
「
教
員
の
抱
え
る
課
題
」

に
気
付
き
解
決
に
向
け
助
言
で
き
る
。
 

 

・
保
護
者
・
地
域
・
外
部
機
関
に
対
し
学
校

の
考
え
を
明
確
に
示
し
、
外
部
か
ら
の
情

報
収
集
を
適
切
に
行
う
な
ど
、
円
滑
な
関

係
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
保
護
者
・
地
域
・
外
部
機
関
と
の
協
働
に

つ
い
て
、
他
の
教
員
に
対
し
適
切
に
指
導

し
、
自
校
の
教
育
活
動
を
よ
り
高
い
も
の

に
で
き
る
。
 

・
学
校
の
課
題
を
捉
え
、
校
長
・
副
校
長
に

問
題
提
起
が
で
き
る
。
 

・
担
当
す
る
学
年
や
分
掌
の
職
務
の
進
捗
状

況
を
主
幹
教
諭
に
報
告
し
な
が
ら
、
他
分

掌
と
の
調
整
や
、
分
掌
の
進
行
管
理
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
担
当
す
る
分
掌
の
職
務
に
つ
い
て
、
教
諭

等
に
指
導
・
助
言
が
で
き
る
。
 

 
○
 
Ｏ
Ｊ
Ｔ
で
身
に
付
け
る
内
容
 
 
 
■
 
Ｏ
Ｊ
Ｔ
の
方
法
（
無
印
は
全
校
種
共
通
）

 
計

画
・

立
案

す
る

場
面

 
見

通
し

を
持

つ
場

面
 

  

○
児
童
・
生
徒
の
主
体
的
な
学
習
を
促
す
授
業
の
展

開
を
考
え
、
他
の
教
員
に
提
案
す
る
。

 
○
授
業
改
善
や
授
業
評
価
に
つ
い
て
学
年
、
担
当
教

科
の
実
態
を
捉
え
、
課
題
を
提
案
す
る
。

 
 ■
学
年
会
や
教
科
部
会
等
で
年
間
授
業
計
画
等
を
提

案
し
た
り
、
教
科
シ
ラ
バ
ス
を
作
成
す
る
。

 
■
児
童
・
生
徒
の
障
害
の
程
度
に
合
わ
せ
た
個
別
の

指
導
計
画
を
作
成
し
、
そ
れ
を
基
に
他
の
教
員
と

の
連
携
を
図
る
。【

特
】

 
■
指
導
上
の
課
題
を
整
理
し
、
課
題
の
解
決
に
向
け

た
研
修
会
を
企
画
立
案
す
る
。

 

○
担
当
す
る
学
年
や
分
掌
の
課
題
を
捉
え
、
い

じ
め
の
防
止
や
体
罰
防
止
の
た
め
の
組
織
的

な
対
応
策
を
提
案
す
る
。

 
 ■
教
員
に
日
頃
か
ら
声
を
か
け
、
各
学
年
の
状

況
と
課
題
を
把
握
さ
せ
る
。

 
■
地
域
や
保
護
者
の
外
部
ア
ン
ケ
ー
ト
や
、
保

護
者
会
で
出
さ
れ
た
情
報
を
収
集
し
、
課
題

を
整
理
さ
せ
る
。

 
■
各
学
年
の
取
組
状
況
か
ら
、
研
究
や
研
修
に
つ
い

て
の
問
題
点
を
把
握
し
、
課
題
を
設
定
さ
せ
る
。

 
■
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
す
る
、
担
当
す
る
学
年
の
年

間
指
導
計
画
を
作
成
さ
せ
る
。

 

○
年
間
の
指
導
計
画
に
照
ら
し
て
、
保
護
者
・

地
域
・
外
部
機
関
と
の
折
衝
の
機
会
や
連
携

の
取
り
方
に
つ
い
て
見
通
し
を
持
つ
。

 
 ■
学
校
公
開
や
保
護
者
会
な
ど
の
運
営
や
外

部
機
関
や
異
校
種
間
連
携
に
係
る
研
修
会

を
企
画
運
営
さ
せ
る
。

 
■
奉
仕
体
験
活
動
の
担
当
者
と
し
て
地
域
や

外
部
機
関
と
連
携
さ
せ
る
。【

高
】

 
■
地
域
と
連
携
し
た
防
災
訓
練
を
企
画
運
営

さ
せ
る
。【

中
・
高
】

 

○
担
当
す
る
分
掌
の
年
間
計
画
を
提
示
し
、
教

諭
等
に
見
通
し
を
持
た
せ
る
。

 
○
学
校
の
課
題
を
捉
え
、
校
長
・
副
校
長
や
主

幹
教
諭
に
問
題
提
起
す
る
。

 
 ■
自
分
の
所
属
す
る
分
掌
の
課
題
に
つ
い
て
、

主
幹
教
諭
に
報
告
・
相
談
さ
せ
る
。

 
■
主
幹
教
諭
の
助
言
の
下
、
学
校
評
価
の
目
標

の
達
成
状
況
に
つ
い
て
ま
と
め
さ
せ
る
。

 
■
学
校
公
開
の
企
画
立
案
を
担
当
さ
せ
る
。

 
■
部
活
動
顧
問
会
議
を
担
当
さ
せ
る
。【
中
・
高
】 

■
教
科
会
の
企
画
運
営
を
担
当
さ
せ
る
。【

高
】 

指
導

を
行

う
場

面
 

職
務

を
実

行
す

る
場

面
 

○
児
童
・
生
徒
が
興
味
を
持
ち
、
主
体
的
に
学
習
す

る
授
業
を
行
い
、
若
手
教
員
等
に
公
開
す
る
。

 
○
若
手
教
員
と
相
互
に
授
業
参
観
し
合
う
と
と
も

に
、
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
等
の
解
説
や
助
言
を
す
る
。 

 ■
校
内
外
の
研
究
会
で
研
究
授
業
を
行
わ
せ
る
。

 
■
指
導
教
諭
の
模
範
授
業
に
参
加
さ
せ
、
他
の
教
員

に
そ
の
内
容
を
伝
達
さ
せ
る
。

 
■
若
手
教
員
等
の
授
業
を
定
期
的
に
相
互
観
察
さ

せ
、
課
題
を
副
校
長
や
主
幹
教
諭
に
報
告
さ
せ
る
。 

■
教
科
会
や
分
掌
部
会
の
中
で
教
諭
の
育
成
状
況
と

課
題
を
報
告
さ
せ
る
。

 
■
研
修
会
等
で
、
日
頃
把
握
し
て
い
る
指
導
上
の
課

題
に
対
応
さ
せ
、
ま
と
め
の
話
を
さ
せ
る
。

 
■
研
究
発
表
会
に
参
加
さ
せ
先
進
的
な
授
業
実
践
に

○
若
手
教
員
等
の
抱
え
る
課
題
に
気
付
き
、
解

決
に
向
け
て
助
言
す
る
。

 
○
実
態
に
応
じ
、
児
童
・
生
徒
の
指
導
を
一
人

の
教
員
に
任
せ
ず
、
複
数
の
教
員
で
対
応
す

る
な
ど
、
体
罰
防
止
に
努
め
る
。

 
 ■
対
象
教
員
の
授
業
や
指
導
場
面
に
Ｔ
．
Ｔ
と

し
て
入
ら
せ
る
。

 
■
課
題
解
決
に
向
け
て
、
教
員
の
実
態
に
合
っ

た
複
数
の
方
法
を
提
示
さ
せ
る
。

 
■
研
修
会
に
お
い
て
、
話
し
合
わ
れ
た
内
容
を

日
常
の
実
践
に
つ
な
げ
る
具
体
的
方
法
を
提

示
さ
せ
る
。

 
■
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
や
進
路
説
明
会
の
企

画
・
運
営
を
担
当
さ
せ
る
。【

中
・
高
】

 

○
保
護
者
・
地
域
・
外
部
機
関
に
対
し
、
学
校

の
考
え
方
を
明
確
に
示
し
、
円
滑
な
関
係
を

築
く
。

 
 ■
校
長
・
副
校
長
が
保
護
者
に
対
応
す
る
場
面

に
、
学
年
主
任
と
し
て
立
ち
会
わ
せ
、
対
応

に
つ
い
て
学
ば
せ
る
。

 
■
地
域
懇
談
会
（
学
校
運
営
連
絡
協
議
会
）
等

の
企
画
・
運
営
、
児
童
相
談
所
、
警
察
、
医

療
機
関
等
、
外
部
機
関
と
の
渉
外
担
当
を
経

験
さ
せ
る
。

 
■
地
域
と
連
携
し
た
防
災
訓
練
を
実
施
さ
せ
、

渉
外
担
当
を
経
験
さ
せ
る
。【

中
・
高
】

 

○
主
幹
教
諭
を
補
佐
し
、
担
当
の
学
年
や
分
掌

の
進
捗
状
況
を
確
認
し
な
が
ら
、
全
体
の
進

行
管
理
を
す
る
。

 
 ■
分
掌
の
職
務
の
進
捗
状
況
の
報
告
を
受
け

て
、
担
当
者
に
対
し
て
必
要
な
助
言
を
さ
せ

る
。

 
■
分
掌
の
責
任
者
を
経
験
す
る
中
で
、
常
に
問

題
点
と
改
善
策
を
整
理
さ
せ
る
。

 
■
校
内
研
究
・
研
修
会
で
司
会
を
担
当
さ
せ
、

意
見
の
調
整
、
論
点
の
整
理
を
行
わ
せ
る
。

 
■
学
校
公
開
の
企
画
・
運
営
を
担
当
さ
せ
る
。

 
■
部
活
動
顧
問
会
議
の
企
画
・
運
営
を
担
当
さ

せ
る
。【

中
・
高
】

 

主
幹
教
諭
を
補
佐
す
る
役
割
と
し
て
主
幹
教
諭
か
ら
教
え
ら
れ
る
（
指
導
を
受
け
る
）
立
場
と
、
教
諭
を
育
成
す
る
役
割
の
Ｏ
Ｊ
Ｔ
が
必
要
で

す
。

 

Ｏ
Ｊ
Ｔ
シ
ー
ト

や
自
己
申
告
書

を
活
用
し
て
、

身
に
付
け
る
べ

き
力
を
明
確
に

し
ま
し
ょ
う
。
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触
れ
さ
せ
る
。

 
■
薬
物
乱
用
防
止
教
室
等
を
企
画
運
営
さ
せ
る

と
と
も
に
外
部
機
関
と
連
携
さ
せ
る
。

 
振

り
返

る
場

面
 

○
評
価
計
画
に
基
づ
き
、
児
童
・
生
徒
の
学
習
状
況

や
学
習
の
定
着
の
状
況
を
把
握
し
、
自
分
の
授
業

の
成
果
と
課
題
を
分
析
す
る
。

 
○
授
業
改
善
の
実
現
状
況
や
若
手
教
員
の
育
成
状
況

を
把
握
す
る
。

 
 ■
授
業
評
価
を
分
析
し
、
課
題
と
改
善
策
を
提
案
す

る
。

 
■
授
業
改
善
推
進
プ
ラ
ン
の
実
現
状
況
を
、
教
科
主

任
や
学
年
主
任
と
と
も
に
分
析
さ
せ
る
。

 
■
若
手
教
員
へ
の
学
習
指
導
に
関
わ
る
指
導
・
助
言

が
、
授
業
に
生
か
さ
れ
て
い
る
か
検
証
さ
せ
る
。

 

○
生
徒
に
自
己
有
用
感
を
育
む
指
導
が
で
き
て

い
る
の
か
、
成
果
と
課
題
を
分
析
す
る
。

 
 ■
問
題
行
動
に
対
し
て
複
数
の
教
員
で
対
応
し

て
い
る
か
、
担
当
す
る
学
年
や
分
掌
の
中
で

確
認
さ
せ
る
。

 
■
生
徒
面
談
の
際
、
状
況
に
応
じ
て
主
幹
教
諭

等
を

同
席

さ
せ

振
り

返
り

を
行

わ
せ

る
。

【
中
・
高
】

 
■
生
徒
会
指
導
を
担
当
さ
せ
、
生
徒
会
の
課
題

を
発
見
さ
せ
る
。【

中
・
高
】

 
■
児
童
・
生
徒
の
情
報
交
換
会
の
内
容
が
適
切

で
あ
っ
た
か
検
討
さ
せ
る
。

 

○
外
部
と
の
連
携
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
校
内

で
共
通
理
解
を
図
る
。

 
 ■
外
部
連
携
・
折
衝
に
関
す
る
研
修
で
指
導
的

な
役
割
を
担
わ
せ
る
。

 
■
ど
ん
な
研
修
テ
ー
マ
も
、
外
部
の
視
点
を
持

つ
よ
う
に
さ
せ
る
。

 
■
地
域
連
絡
協
議
会
・
学
校
運
営
連
絡
協
議
会

等
の
意
見
を
基
に
学
校
の
課
題
を
見
い
出

さ
せ
る
。

 

○
担
当
学
年
の
教
育
課
程
の
実
施
状
況
や
担

当
す
る
校
務
分
掌
の
職
務
に
つ
い
て
の
成

果
と
課
題
を
、
主
幹
教
諭
に
報
告
す
る
。

 
 ■
授
業
時
数
確
保
の
方
策
を
提
案
さ
せ
、
そ
の

実
現
の
た
め
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。

 
■
次
年
度
の
教
育
課
程
編
成
に
向
け
て
、
行
事

の
精
選
等
を
提
案
さ
せ
る
。

 
■
学
年
会
や
教
科
会
の
実
施
状
況
を
報
告
さ

せ
る
。

 

次
に

生
か

す
場

面
 

○
児
童
・
生
徒
の
学
習
の
定
着
の
状
況
を
把
握
し
、

補
充
的
な
学
習
を
実
施
す
る
。

 
○
校
内
研
究
の
年
間
計
画
を
作
成
す
る
。

 
 ■
研
究
テ
ー
マ
の
設
定
に
向
け
、
成
果
と
課
題
を
整

理
し
、
研
究
推
進
委
員
会
に
報
告
さ
せ
る
。【

小
】

 
■
次
年
度
の
年
間
授
業
計
画
や
教
科
シ
ラ
バ
ス
を
作

成
さ
せ
る
。

 

○
生
活
指
導
や
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
関
わ
る
取
組

に
つ
い
て
評
価
し
次
年
度
の
改
善
に
つ
な
げ

る
。

 
■
担
当
す
る
学
年
の
生
活
指
導
上
の
課
題
を
分

析
し
、
次
年
度
の
改
善
策
を
生
活
指
導
部
に

提
案
さ
せ
る
。

 
■
職
場
体
験
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
成
果
と

課
題
を
整
理
し
、
進
路
指
導
部
に
報
告
さ
せ

る
。【

中
・
高
】

 

○
外
部
ア
ン
ケ
ー
ト
や
外
部
機
関
と
の
連
絡

会
を
通
じ
て
、
課
題
を
整
理
す
る
。

 
 ■
外
部
機
関
と
の
連
絡
会
に
出
席
さ
せ
、
学
校

へ
の
要
望
や
次
年
度
の
課
題
を
把
握
す
る
と

と
も
に
、
次
年
度
の
改
善
策
を
校
長
、
副
校

長
や
担
当
の
主
幹
教
諭
に
提
案
さ
せ
る
。

 

○
年
度
当
初
に
問
題
提
起
し
た
課
題
に
つ
い

て
、
目
標
の
達
成
状
況
を
評
価
し
、
次
年
度

の
計
画
を
立
て
る
。

 
 ■
主
幹
教
諭
や
分
掌
主
任
に
、
実
現
状
況
や
改

善
点
を
報
告
さ
せ
る
。

 
■
学
校
評
価
を
分
析
さ
せ
る
。

 

主
任

教
諭

が
、

教
諭

に
 

教
え

る
立

場
と

し
て

 
Ｏ

Ｊ
Ｔ

を
行

う
場

面
 

○
育
成
担
当
者
と
し
て
、
教
諭
の
学
習
指
導
力
の
向

上
に
向
け
Ｏ
Ｊ
Ｔ
を
行
う
。

 
 ■
教
諭
の
育
成
計
画
を
作
成
さ
せ
る
。

 
■
校
内
研
修
に
お
い
て
人
材
育
成
の
役
割
を
負
わ
せ

る
。

 
■
若
手
教
員
の
相
談
に
日
頃
か
ら
応
じ
さ
せ
、
研
修

会
の
テ
ー
マ
に
さ
せ
る
。

 
■
授
業
参
観
等
を
通
し
て
、
教
諭
の
課
題
を
設
定
し
、

育
成
計
画
を
立
て
さ
せ
る
。

 
■
若
手
教
員
の
研
究
授
業
を
参
観
し
、
指
導
・
助
言

を
行
わ
せ
る
。

 
■
教
諭
の
授
業
評
価
の
集
計
分
析
方
法
に
関
し
て
指

導
・
助
言
さ
せ
る
。
 

■
教
諭
の
教
材
研
究
に
際
し
て
の
指
導
・
助
言
、
学

習
指
導
案
へ
の
指
導
・
助
言
を
行
わ
せ
る
。
 

■
自
己
の
研
究
授
業
、
研
究
協
議
に
教
諭
を
同
席
さ

せ
、
記
録
を
担
当
さ
せ
る
。
 

○
育
成
担
当
者
と
し
て
、
教
諭
の
生
活
指
導

力
・
進
路
指
導
力
の
向
上
に
向
け
Ｏ
Ｊ
Ｔ
を

行
う
。

 
 ■
児
童
・
生
徒
指
導
や
教
育
相
談
の
実
際
の
場

面
に
立
ち
会
わ
せ
る
。

 
■
児
童
・
生
徒
の
実
態
を
捉
え
さ
せ
、
校
内
の

生
活
の
き
ま
り
に
つ
い
て
、
改
善
点
や
見
直

し
の
必
要
が
な
い
か
考
え
さ
せ
る
。

 
■
職
場
体
験
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
運
営
に

関
わ
ら
せ
る
。【

中
・
高
】

 
■
登
下
校
マ
ナ
ー
指
導
、
制
服
着
用
指
導
に
同

席
さ
せ
、
実
践
的
指
導
を
行
わ
せ
る
。

 
【
中
・
高
】

 
■
交
通
安
全
教
室
、
薬
物
乱
用
防
止
教
室
の
運

営
に
携
わ
ら
せ
、
学
齢
・
年
齢
に
応
じ
た
指

導
を
身
に
付
け
さ
せ
る
。

 
■
キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
参
加
さ
せ
、
実
践

的
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
ス
キ
ル
を
身
に
付
け

さ
せ
る
。【

中
・
高
】

 

○
育
成
担
当
者
と
し
て
、
教
諭
の
外
部
連
携
・

折
衝
力
の
向
上
に
向
け
Ｏ
Ｊ
Ｔ
を
行
う
。

 
  ■
外
部
と
の
連
携
・
折
衝
を
教
諭
に
担
当
さ
せ
、

経
過
報
告
を
受
け
て
助
言
を
行
わ
せ
る
。

 
■
外
部
と
の
折
衝
担
当
と
反
省
会
を
持
た
せ
、

成
果
と
課
題
を
確
認
さ
せ
る
。

 
■
外
部
機
関
を
招
い
た
研
修
会
を
企
画
・
運
営

さ
せ
、
外
部
と
の
折
衝
に
つ
い
て
課
題
を
明

確
に
さ
せ
る
。

 
■
Ｐ
Ｔ
Ａ
総
会
、
保
護
者
会
等
の
企
画
運
営
、

進
行
の
補
助
を
担
当
さ
せ
る
。
 

■
地
域
行
事
へ
積
極
的
に
参
加
さ
せ
る
。
 

■
登
下
校
マ
ナ
ー
指
導
な
ど
、
積
極
的
に
地
域

へ
出
向
か
せ
る
。
 

 

○
育
成
担
当
者
と
し
て
、
教
諭
の
学
校
運
営

力
・
組
織
貢
献
力
の
向
上
に
向
け
Ｏ
Ｊ
Ｔ
を

行
う
。

 
 ■
研
究
発
表
会
を
前
に
、
他
校
の
研
究
発
表
を

見
に
行
か
せ
資
料
を
収
集
さ
せ
る
。【

小
】

 
■
研
究
発
表
に
向
け
、
担
当
ご
と
に
進
行
計
画

を
提
案
さ
せ
る
。【

小
】

 
■
校
内
研
究
会
で
、
研
究
の
方
向
性
を
示
す
意

見
を
言
わ
せ
る
。【

小
】

 
■
教
諭
に
学
校
公
開
講
座
の
補
助
的
役
割
を

担
当
さ
せ
る
。
 

■
教
諭
等
に
体
罰
防
止
に
関
す
る
指
導
・
助
言

を
行
わ
せ
る
。
 

 

設
定
し
た
目
標

や
実
際
の
職
務

に
つ
い
て
振
り

返
り
、
次
の
目

標
を
立
て
ま
し

ょ
う
。
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 ２
 
教
員
が
身
に
付
け
る
べ
き
力
と
Ｏ
Ｊ
Ｔ
の
具
体
例

 

（
３
）
主
幹
教
諭
及
び
指
導
教
諭
（
指
導
教
諭
部
分
は
◎
）

 

主
幹
教
諭
・
指
導

教
諭
（
◎
）
と
し

て
身
に
付
け
る
べ

き
四
つ
の
力

 

学
習
指
導
力

 
生
活
指
導
力
・
進
路
指
導
力

 
外
部
と
の
連
携
・
折
衝
力

 
学
校
運
営
力
・
組
織
貢
献
力

 
・
自
校
の
学
習
指
導
の
状
況
や
課
題
に
つ
い
て
校

長
・
副
校
長
に
報
告
し
、
改
善
策
を
提
案
で
き
る
。 

・
年
間
指
導
計
画
の
実
施
状
況
を
把
握
し
 学

年
主

任
や
教
科
主
任
に
指
導
・
助
言
で
き
る
。
 

・
全
学
年
・
全
教
科
等
に
わ
た
る
課
題
を
整
理
し
、

学
校
全
体
の
年
間
指
導
計
画
や
授
業
改
善
推
進
プ

ラ
ン
、
個
別
指
導
計
画
、
評
価
計
画
等
を
作
成
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 ◎
自
校
に
お
い
て
、
校
内
Ｏ
Ｊ
Ｔ
や
学
習
指
導
に
関

す
る
指
導
・
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

◎
模
範
授
業
及
び
公
開
授
業
を
実
施
し
、教

科
等
の
指

導
技
術
を
普
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

◎
他
校
の
求
め
に
応
じ
て
授
業
を
観
察
し
、
指
導
・
助

言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

◎
教
科
指
導
資
料
等
開
発
、優

れ
た
教
科
指
導
の
た
め

の
教
材
開
発
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
児
童
・
生
徒
の
観
察
や
教
員
か
ら
の
情
報

収
集
に
基
づ
き
、
自
校
の
生
活
指
導
・
進

路
指
導
の
課
題
を
捉
え
、
改
善
策
を
示
す

こ
と
が
で
き
る
。
 

・
体
罰
を
根
絶
し
、
不
適
切
な
指
導
を
防
止

す
る
た
め
、
主
任
教
諭
を
活
用
し
た
報
告
、

連
絡
、
相
談
の
徹
底
、
複
数
の
教
員
に
よ

る
対
応
等
、
組
織
的
な
対
応
に
つ
い
て
進

行
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
生
活
指
導
・
進
路
指
導
の
状
況
に
つ
い
て
、

適
時
適
切
に
校
長
・
副
校
長
に
報
告
し
、

対
応
策
を
提
案
で
き
る
。
 

・
指
導
方
針
や
指
導
方
法
の
徹
底
に
向
け
主

任
等
へ
の
指
示
や
連
絡
・
調
整
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
 

・
児
童
・
生
徒
の
個
性
や
能
力
を
把
握
し
、

自
己
実
現
に
向
け
た
生
活
指
導
・
進
路
指

導
の
計
画
・
実
施
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

・
保
護
者
・
地
域
・
外
部
機
関
か
ら
の
苦
情
や

要
請
に
対
し
て
、
円
滑
か
つ
迅
速
な
対
応
を

図
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
保
護
者
や
地
域
の
ニ
ー
ズ
や
教
員
の
対
応
に

お
け
る
課
題
を
校
長
・
副
校
長
に
報
告
し
、

解
決
策
を
提
案
で
き
る
。
 

・
外
部
へ
の
情
報
発
信
や
広
報
に
つ
い
て
、
ね

ら
い
に
基
づ
い
た
計
画
を
立
て
、
実
施
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

・
地
域
・
外
部
機
関
と
の
連
絡
・
調
整
を
円
滑

に
行
い
、
課
題
解
決
を
図
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

・
学
校
行
事
や
地
域
行
事
等
を
、
保
護
者
・
地

域
・
外
部
機
関
と
協
働
・
共
創
し
て
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
 

・
分
掌
全
体
の
進
行
管
理
や
分
掌
間
の
調
整

を
行
い
、
必
要
に
応
じ
各
分
掌
主
任
に
、

指
導
・
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
い
じ
め
の
防
止
や
体
罰
防
止
に
関
す
る
研

修
を
計
画
的
に
実
施
す
る
。
 

・
教
員
の
校
務
遂
行
状
況
や
、
分
掌
に
お
け

る
教
員
の
意
見
等
を
ま
と
め
、
校
長
・
副

校
長

に
意

見
具

申
を

行
う

こ
と

が
で

き

る
。
 

・
各
会
議
や
校
務
を
遂
行
す
る
場
に
お
い
て
、

校
長
の
経
営
方
針
を
周
知
徹
底
し
、
学
校

運
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
教
育
指
導
に
必
要
な
研
修
や
研
究
を
、
組

織
的
・
計
画
的
に
進
め
る
た
め
の
企
画
・

調
整
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

・
Ｏ
Ｊ
Ｔ
に
率
先
し
て
取
り
組
む
と
と
も
に
、

実
施
状
況
を
校
長
・
副
校
長
に
報
告
し
、

改
善
策
を
提
案
で
き
る
。
 

 
○
 
Ｏ
Ｊ
Ｔ
で
身
に
付
け
る
内
容
 
 
 
■
 
Ｏ
Ｊ
Ｔ
の
方
法
（
無
印
は
全
校
種
共
通
）

 
計

画
・

立
案

す
る

場
面

 

見
通

し
を

持
つ

場
面

 
  

○
教
員
の
学
習
指
導
上
の
悩
み
や
課
題
を
早
期
に
発

見
し
、
個
々
の
教
員
に
応
じ
た
対
応
を
す
る
。
 

■
授
業
参
観
等
を
さ
せ
、
教
員
の
悩
み
や
課
題
を
把

握
し
、
研
修
の
状
況
や
教
員
の
育
成
案
を
校
長
・

副
校
長
に
報
告
さ
せ
る
。
 

■
教
員
の
育
成
計
画
を
立
て
さ
せ
る
。
 

■
研
究
授
業
の
準
備
や
事
前
授
業
に
も
参
加
し
、
教

員
の
指
導
・
支
援
を
行
わ
せ
る
。【

小
・
中
】
 

◎
都
内
公
立
学
校
の
教
員
全
体
の
「
授
業
力
」
を
向

上
さ
せ
る
た
め
、
年
間
の
模
範
授
業
等
の
内
容
や

時
期
の
計
画
を
立
て
、
模
範
授
業
で
周
知
す
る
。

 

○
児
童
・
生
徒
の
観
察
や
教
員
か
ら
の
情
報
収

集
に
基
づ
き
、
自
校
の
生
活
指
導
・
進
路
指

導
の
課
題
を
捉
え
、
改
善
策
を
示
す
。

 

○
体
罰
根
絶
に
向
け
て
、
全
校
で
取
り
組
む
べ

き
こ
と
に
つ
い
て
、
共
通
理
解
を
図
る
。

 

 ■
教
員
、
児
童
・
生
徒
、
保
護
者
対
象
の
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
さ
せ
、
生
活
指
導
・
進
路
指

導
上
の
課
題
を
ま
と
め
さ
せ
る
。
 

■
ケ
ー
ス
会
議
を
企
画
運
営
さ
せ
、
自
校
の
課

題
と
し
て
ま
と
め
さ
せ
る
。

 

○
地
域
・
外
部
機
関
と
の
連
絡
・
調
整
を
円
滑

に
行
い
、
課
題
解
決
を
図
る
。
 

 ■
学
校
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
外
部
機

関
と
の
連
携
の
在
り
方
に
つ
い
て
校
長
・
副

校
長
に
対
し
て
提
案
さ
せ
る
。
 

■
学
校
運
営
に
関
わ
る
地
域
・
外
部
機
関
の
人

材
リ
ス
ト
を
作
成
さ
せ
、
運
用
に
つ
い
て
職

員
に
説
明
さ
せ
る
。
 

■
地
域
関
係
者
と
の
連
絡
会
に
出
席
さ
せ
、
企

画
運
営
を
任
せ
る
。
 

○
教
育
活
動
に
必
要
な
研
修
や
研
究
を
、
組
織

的
・
計
画
的
に
進
め
る
た
め
の
企
画
・
調
整

を
図
る
。
 

○
体
罰
防
止
の
た
め
の
研
修
計
画
を
立
て
る
。
 

■
自
校
の
研
修
・
研
究
の
課
題
に
つ
い
て
、
校

長
・
副
校
長
と
意
見
交
換
さ
せ
る
。
 

■
研
究
主
任
と
協
働
し
て
自
校
の
研
修
・
研
究

計
画
を
立
て
さ
せ
、
企
画
調
整
会
議
等
で
方

針
に
つ
い
て
説
明
さ
せ
る
。
 

■
研
究
推
進
委
員
会
の
企
画
運
営
を
行
わ
せ

る
。

 
指

導
を

行
う

場
面

 

職
務

を
実

行
す

る
場

面
 

○
全
学
年
・
全
教
科
等
に
わ
た
る
課
題
を
整
理
し
、

学
校
全
体
の
年
間
指
導
計
画
や
授
業
改
善
推
進
プ

ラ
ン
、
個
別
指
導
計
画
、
評
価
計
画
等
を
作
成
す

る
。
 

○
児
童
・
生
徒
の
個
性
や
能
力
を
把
握
し
、
自

己
実
現
に
向
け
た
生
活
指
導
･進

路
指
導
の

計
画
・
実
施
を
行
う
。
 

○
各
学
年
、
学
級
の
指
導
状
況
を
把
握
し
、
実

○
学
校
行
事
や
地
域
行
事
等
を
、
保
護
者
・
地

域
・
外
部
機
関
と
協
働
・
共
創
し
て
行
う
。
 

 ■
学
校
行
事
の
企
画
を
任
せ
、
保
護
者
・
地

○
Ｏ
Ｊ
Ｔ
に
率
先
し
て
取
り
組
む
と
と
も
に
、

実
施
状
況
を
校
長
・
副
校
長
に
報
告
し
、
改

善
策
を
提
案
す
る
。
 

○
体
罰
防
止
の
研
修
を
実
施
す
る
。
 

学
校
の
経
営
方
針
に
基
づ
き
、
主
任
教
諭
の
取
組
状
況
に
つ
い
て
、
進
行
管
理
を
行
い
ま
す
。
主
幹
教
諭
・
指
導
教
諭
が
連
携
し
て

OJ
T
を

推
進
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

 

Ｏ
Ｊ
Ｔ
シ
ー
ト

や
自
己
申
告
書

を
活
用
し
て
、

身
に
付
け
る
べ

き
力
を
明
確
に

し
ま
し
ょ
う
。
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■
現
在
の
計
画
等
を
見
直
さ
せ
、
課
題
と
改
善
案
を

校
長
・
副
校
長
に
提
案
さ
せ
る
。
 

■
学
年
主
任
・
教
科
主
任
に
課
題
を
出
さ
せ
、
そ
れ

を
整
理
分
析
さ
せ
る
。
 

■
研
修
会
に
お
い
て
、
個
別
指
導
計
画
の
作
成
に
つ

い
て
説
明
さ
せ
る
。
 

◎
模
範
授
業
や
公
開
授
業
を
年
間
複
数
回
、
実
施
す

る
こ
と
に
よ
り
、
授
業
力
の
よ
り
一
層
の
向
上
に

努
め
る
。

 

態
に
応
じ
て
複
数
の
教
員
で
、
児
童
・
生
徒

の
指
導
を
行
う
な
ど
、
体
罰
防
止
に
向
け
た

対
応
に
つ
い
て
、
学
年
主
任
等
に
指
示
す
る
。 

 ■
自
校
の
生
活
指
導
・
進
路
指
導
の
在
り
方
に

つ
い
て
校
長
・
副
校
長
に
対
し
て
提
案
さ
せ

る
。
 

■
学
年
主
任
と
協
働
し
て
、
自
校
の
進
路
指
導

計
画
を
作
成
し
、
提
案
さ
せ
る
。

 

域
・
外
部
機
関
と
の
協
働
に
つ
い
て
校
長
・

副
校
長
に
提
案
さ
せ
る
。
 

 ■
地
域
行
事
に
関
す
る
連
絡
会
に
、
定
期
的
に

参
加
さ
せ
る
。
 

■
保
護
者
・
地
域
・
外
部
機
関
と
の
協
働
・
共

創
に
つ
い
て
職
員
会
議
で
提
案
さ
せ
る
。

 

■
Ｏ
Ｊ
Ｔ
を
担
当
す
る
教
員
の
成
果
と
課
題

を
校
長
・
副
校
長
に
報
告
さ
せ
る
。
 

■
校
内
の
全
教
員
の
Ｏ
Ｊ
Ｔ
の
進
捗
状
況
を

集
約
し
、
今
後
の
取
組
の
方
針
に
つ
い
て
ま

と
め
さ
せ
る
。
 

■
主
幹
会
議
で
Ｏ
Ｊ
Ｔ
の
在
り
方
に
つ
い
て

議
論
し
、
校
長
・
副
校
長
に
対
し
て
改
善
策

等
を
提
案
さ
せ
る
。

 

振
り

返
る

場
面

 
○
授
業
改
善
や
教
員
育
成
の
成
果
と
課
題
を
分
析
す

る
。

 
■
授
業
評
価
や
授
業
改
善
推
進
プ
ラ
ン
の
進
捗
状
況

を
、
教
科
主
任
や
学
年
主
任
に
分
析
さ
せ
、
学
校

と
し
て
の
成
果
と
課
題
を
ま
と
め
る
。

 
■
学
習
指
導
に
対
す
る
指
導
・
助
言
が
、
授
業
に
生

か
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
を
検
証
さ
せ
る
。

 
◎
模
範
授
業
に
つ
い
て
協
議
会
で
説
明
す
る
こ
と
に

よ
り
、
本
時
の
指
導
を
理
論
的
に
価
値
付
け
す
る
。 

○
生
活
指
導
・
進
路
指
導
に
つ
い
て
の
成
果
と

課
題
を
分
析
す
る
。

 
○
日
常
の
生
活
指
導
を
振
り
返
り
、
協
議
す
る
。 

 ■
生
活
指
導
全
体
会
等
で
、
指
導
方
法
や
指
導

体
制
に
つ
い
て
検
証
さ
せ
る
。

 
■
進
路
指
導
報
告
会
で
、
指
導
や
傾
向
、
結
果

を
報
告
さ
せ
る
。【

中
・
高
】

 

○
外
部
と
の
連
携
・
折
衝
の
在
り
方
に
つ
い

て
、
成
果
を
分
析
す
る
。

 
 ■
外
部
と
の
連
携
・
折
衝
に
関
す
る
研
修
で
、

指
導
的
な
役
割
を
担
わ
せ
、
幅
広
い
視
野
を

持
た
せ
る
。

 
 

○
教
育
課
程
の
実
施
状
況
な
ど
、
分
掌
主
任
に

対
し
て
成
果
と
課
題
を
分
析
し
、
報
告
す

る
。

 
○
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
基
本
方
針
等
に
基

づ
く
取
組
を
検
証
す
る
。

 
■
次
年
度
の
教
育
課
程
編
成
に
際
し
、
授
業
時

数
や
行
事
の
精
選
を
提
案
さ
せ
る
。

 
■
次
年
度
の
研
修
内
容
を
、
教
育
課
程
の
編
成

を
意
識
し
て
提
案
さ
せ
る
。

 
次

に
生

か
す

場
面

 
○
次
年
度
の
年
間
指
導
計
画
や
校
内
研
究
の
計
画
を

立
て
る
。

 
■
次
年
度
の
年
間
授
業
計
画
及
び
評
価
計
画
を
作
成

さ
せ
る
。

 
■
研
究
の
成
果
と
課
題
を
研
究
担
当
の
主
任
教
諭
等

に
報
告
さ
せ
、
次
年
度
校
内
研
究
計
画
を
作
成
さ

せ
る
。

 
◎
今
年
度
の
協
議
会
等
の
状
況
を
生
か
し
、
次
年
度

の
模
範
授
業
等
の
計
画
を
立
て
る
。

 

○
生
活
指
導
に
関
わ
る
取
組
に
つ
い
て
評
価

し
、
次
年
度
の
改
善
に
つ
な
げ
る
。

 
 ■
職
場
見
学
や
職
場
体
験
の
成
果
と
課
題
を
整

理
し
、
進
路
指
導
部
に
報
告
さ
せ
る
。

 
■
安
全
教
育
の
全
体
計
画
を
検
証
さ
せ
る
。

 

○
外
部
ア
ン
ケ
ー
ト
や
関
係
機
関
と
の
連
絡

会
を
通
じ
て
、
課
題
を
整
理
す
る
。

 
 ■
関
係
機
関
等
と
の
連
絡
会
に
出
席
さ
せ
、
次

年
度
の
課
題
を
整
理
さ
せ
る
。

 
■
校
長
・
副
校
長
、
各
担
当
者
に
成
果
と
課
題

を
報
告
さ
せ
る
。

 

○
年
度
当
初
に
問
題
提
起
し
た
課
題
等
に
つ

い
て
、
目
標
の
達
成
状
況
を
評
価
す
る
。

 
○
体
罰
防
止
研
修
を
次
年
度
の
行
事
予
定
に

位
置
付
け
る
。

 
 ■
分
掌
主
任
に
、
実
現
状
況
や
改
善
点
を
報
告

さ
せ
る
。

 
■
学
校
評
価
の
重
点
項
目
等
に
つ
い
て
分
析

さ
せ
る
。

 

主
幹

教
諭

や
指

導
教

諭

が
、

主
任

教
諭

、
教

諭

に
教

え
る

立
場

と
し

て
、

Ｏ
Ｊ

Ｔ
を

行
う

場

面
 

○
Ｏ
Ｊ
Ｔ
責
任
者
と
し
て
、
主
任
教
諭
の
学
習
指
導

力
の
向
上
に
向
け
た
取
組
を
行
う
。

 
■
他
校
で
の
授
業
評
価
プ
ラ
ン
を
分
析
さ
せ
る
。
 

■
児
童
・
生
徒
に
よ
る
授
業
評
価
の
改
善
案
を
企
画

さ
せ
る
。

 
■
計
画
に
基
づ
く
授
業
進
行
を
意
識
す
る
よ
う
学
年

会
や
教
科
会
で
周
知
さ
せ
る
。

 
■
研
究
会
等
で
、
教
員
の
課
題
に
即
し
た
意
見
等
を

発
言
さ
せ
る
。

 
 ◎
他
の
教
員
の
授
業
力
を
高
め
る
た
め
、
指
導
・
助

言
を
行
う
。
 

○
Ｏ
Ｊ
Ｔ
責
任
者
と
し
て
、
主
任
教
諭
の
生
活

指
導
力
・
進
路
指
導
力
の
向
上
に
向
け
た
取

組
を
行
う
。

 
■
学
校
事
故
の
報
告
と
対
応
を
、
毎
月
の
職
員

会
議
で
報
告
さ
せ
る
。

 
■
企
画
調
整
会
議
等
で
、
指
導
方
針
の
違
い
を

調
整
さ
せ
る
。

 
■
課
題
解
決
に
向
け
て
、
各
教
員
の
考
え
を
集

約
さ
せ
る
。

 
■
具
体
的
な
手
立
て
を
教
員
か
ら
提
案
さ
せ
、

そ
れ
に
つ
い
て
指
導
・
助
言
を
さ
せ
る
。

 

○
Ｏ
Ｊ
Ｔ
責
任
者
と
し
て
、
主
任
教
諭
の
外
部

連
携
・
折
衝
力
の
向
上
に
向
け
た
取
組
を
行

う
。

 
 ■
保
護
者
対
応
に
学
級
担
任
と
同
席
さ
せ
、
助

言
し
た
り
方
向
性
を
示
さ
せ
た
り
す
る
。

 
■
学
校
案
内
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
改
訂
を
担

当
さ
せ
る
。

 
■
実
施
し
た
学
校
評
価
か
ら
保
護
者
や
地
域

の
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
整
理
さ
せ
る
。

 
■
教
育
課
程
上
の
変
更
点
を
全
教
員
へ
周
知

さ
せ
、
保
護
者
等
へ
説
明
さ
せ
る
。
 

○
Ｏ
Ｊ
Ｔ
責
任
者
と
し
て
、
主
任
教
諭
の
学
校

運
営
力
・
組
織
貢
献
力
の
向
上
に
向
け
た
取

組
を
行
う
。

 
 ■
年
間
計
画
の
調
整
を
担
当
さ
せ
、
他
の
分
掌

の
課
題
を
理
解
さ
せ
る
。

 
■
学
校
評
価
で
、
各
分
掌
か
ら
出
さ
れ
た
課
題

を
整
理
し
ま
と
め
さ
せ
る
。

 
■
学
校
全
体
の
情
報
を
整
理
さ
せ
、
各
会
議
等

に
提
案
さ
せ
る
。

 
■
各
会
議
録
の
管
理
を
さ
せ
、
校
務
全
体
の
進

行
管
理
を
行
わ
せ
る
。
 

設
定
し
た
目
標

や
実
際
の
職
務

に
つ
い
て
振
り

返
り
、
次
の
目

標
を
立
て
ま
し

ょ
う
。
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活 用 資 料 

 
～ＯＪＴの実践を進めるに当たって～ 
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資料１ 学校におけるＯＪＴの場面や方法 

  

「ＯＪＴガイドライン【第３版】」は、ＯＪＴの更なる推進を目指して作成して

いますが、ＯＪＴの基礎的な取組がおろそかになってはなりません。初任者教員を

はじめ若手教員などに説明する機会もあることから、「ＯＪＴガイドライン（平成

２２年３月）」の「Ⅲ 学校におけるＯＪＴの場面や方法」の本文を、引き続き掲

載しています。 

 本資料は、学校にはＯＪＴの様々な場面や方法がある中で、「先輩や上司からの

日常的な助言や仕事ぶりから学ばせる」、「新たな職務を経験させる」、「教員相互で

学び合う場を活用する」の大きく三つの場面に分けて、ＯＪＴの取組の在り方を示

しています。 

 

資料２ ＰＤＣＡサイクル～ＯＪＴの計画・実施・検証・改善～ 

 
 東京都教員人材育成基本方針【一部改正版】（平成２７年２月）においては．Ｏ

ＪＴの手順として、以下のように示しています。  
① 教員が身に付けるべき力を明確にし、ＯＪＴの目標を立てる。 
② ＯＪＴの方法を考え、教員に理解させる。  
③ ＯＪＴを実施する。  
④ ＯＪＴの成果を評価し、次の計画に生かす。  

 このＯＪＴの計画、実施、評価、改善のサイクルは多くの学校で定着が見られて

いますが、初任者教員をはじめ若手教員などに説明する機会もあることから、前回

のガイドラインに引き続き、本資料を掲載しています。  
 
資料３ ＯＪＴシート 

 
校長及び副校長は、一人一人の教員について身に付けさせたい力を明確にした上

で、ＯＪＴシートに、当該年度のＯＪＴの目標、ＯＪＴの方法を記入します。そし

て、指名したＯＪＴ責任者に、ＯＪＴの具体的な方法、ＯＪＴの実施状況、評価や

必要な改善事項を記入させます。  
 本資料では、ＯＪＴ対象者が教諭の場合と主任教諭の場合に分けて参考例を示し

ています。例えば、学校運営上重要な役割を担当する主任教諭のシートは、学校運

営力・組織貢献力の記入欄を一番上にするとともに、枠を大きくする工夫をしてい

ます。  
 職層に応じたＯＪＴの推進に向けて活用してください。  
 
資料４ ＯＪＴ診断基準 
  

都立高校では、ＯＪＴを組織的な取組として推進していくために、平成２６年度

に「ＯＪＴ診断基準」を策定し、実施してきました。  
この診断基準では、「ＯＪＴガイドライン」で示された四つの力を育成するため

に、学校で行うべき組織的な取組を示しています。学校の取組がどのような状況に

あるか、校長が自校の状況を確認するとともに、学校経営支援センターにおいても

検証し、共通認識を持って、課題解決に当たります。  
 参考資料として掲載しますので、小学校、中学校、特別支援学校においても活用

してください。  
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学校にはＯＪＴの様々な場面や方法がありますが、大きく分けると、「先輩や上司か 

らの日常的な助言や仕事ぶりから学ばせる」、「新たな職務を経験させる」、「教員相互で学

び合う場を活用する」の三つの場面に分けられます。ここでは、それぞれの場面における

ＯＪＴの方法と有効に進めるためのポイントを紹介します。 

 

 

 

ＯＪＴの場面として学校内で最も多いものは、校長・副校長や先輩教員が日常の職務

の中の様々な機会を捉えて行う指導や助言です。しかし、その場で思い付いたことをそ

の都度教えているだけでは、教員に身に付けるべき力を定着させることができません。

一人一人の教員の状況を見ながら意欲を高め成長させるためのポイントを押さえて進

めることが大切です。 

 

 

 

   

  育成する側が、手順や方法を説明したり相手の不十分な点を指摘したりする際に、な

ぜそうするのか、なぜそういう行動をとるのかなど、理由を丁寧に伝えることが大切で

す。「この前教えたはずなのに……」と先輩教員が戸惑うとき、教員は意味が分からず

指示どおりに動いていただけということが時々あります。事柄の根拠までしっかりと理

解させ、他の場面でも応用できるようにしていきましょう。 

   

 

 

 

指導・助言をする際には、相手に一方的に伝えるだけでは十分とは言えません。分か

らない点を質問させたり確認の言葉を入れたりすることによって、聞く側の理解が深ま

り、伝える側も説明や助言の方法を工夫することができます。 

また、実践の途中経過や結果を教員から報告させることによって、問題点について共

通理解ができ、教員に次の対応を考えさせたり必要な助言を与えたりすることができま

す。質問や報告は、教員を前向きに取り組ませるだけでなく、育成する側の実践の振り

返りや教え方の改善にもつながるのです。 

学年主任及び分掌主任は、教員に積極的に声をかけ、児童・生徒の指導におけるつま

ずきや取組について報告させるようにします。大小にかかわらず成果を認め、次の対応

を考えさせたり必要な助言をしたりすることが大切です。 

校長・副校長や主幹教諭は、分掌主任等に仕事の進捗状況や課題について、適宜報告

させることが大切です。うまく進まない状況がある場合は、原因を分析させ、次の方向

① 理由を理解させよう 

② 質問や報告を適時適切に行わせよう 

１ 先輩や上司からの日常的な助言や仕事ぶりから学ばせる 

 

資料１ 
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性を一緒に考えましょう。 

 

 

 

 

どんなに丁寧に伝えても、聞いた側に具体的なイメージが浮かばないとなかなか行動

にはつながりません。例えば、児童・生徒への指導方法を伝えるときは、言葉での説明

を繰り返すより、実際の場面を見せた方が効果的な場合があります。また、資料や具体

物などがあることによって、より正確により早く伝えることができます。ただし、見せ

た結果、相手が何に気付いたか、どう理解したかを確認する必要があります。同じ場面

を見ても相手によって感じ取るものが違うからです。 

育成する側の教員が、見せる、気付いたことを言わせる、見るポイントを与えもう一

度見せるという手順を繰り返すことによって、育成される側は見る際の視点を絞ること

ができ、自分自身のやり方のよさと課題に気付くことができるようになります。 

 

状況に応じて、一緒にやりながら見せることも効果があります。例えば、気になる

児童・生徒を同時に観察し、どう見取ったかのやり取りをする中で、児童・生徒理解

の方法を教えることができます。保護者会の資料作りを一緒に行う中で、進め方や伝

えるべきポイントを示すこともできます。 

場面や経験を共有することによって、理解が容易になります。 

 

 

 

 

 

  初任者研修と同じように、ＯＪＴも一人一人の教員に対して、意識的・計画的・継続 

的に行います。指導の計画を立てる、教える、理解しているかを本人に確認する、一緒 

に振り返りを行う、次の取組を決めるというサイクルを繰り返すことが必要です。 

しかし、同じ経験年数の教員であってもそれぞれが持っている能力や抱えている課

題は違うため、教えたことに対する理解の度合い、実施状況、その教員のつまずきな

どを常に見極め、把握することが大切です。 

   

校長・副校長が分掌主任を任命しても、期待する職務内容について一方的に説明し

たり、反対に任せっぱなしにしたりするケースが見られます。それまでの分掌主任の

経験や本人の特性を十分踏まえ、段階を踏んで根気よく育成していきましょう。 

 

 

 

 

 それまで経験したことのない職務を担当させることは、学校では日常的に行われてい

ます。しかし人材育成の視点から見たとき、ただ新たに職務を担当させるだけで終わっ

ては、育成の効果は十分とはいえません。意識的・計画的・継続的に行うことで初めて

③ 見せてイメージを膨らませよう 

④ 相手の状況に合わせ段階的に教えよう 

２ 新たな職務を経験させる  
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人材育成として有効なＯＪＴになるのです。 

新たな職務の内容は、同一分掌の中でより困難度や難易度の高い職務を経験させる、

新たな分掌を経験させる、研究授業を行わせる、外部との折衝の場に参加させるなど多

岐にわたります。 

 

 

  

 

職務を通して教員に期待することを伝え、その職務が学校運営上どのような位置付

けで、どのような役割を果たすのか、意義を考えさせましょう。それにより、育成さ

れる側は、自分への期待や役割が分かり意欲が向上するとともに、より学校経営方針

（学校経営計画）に沿った形で職務を遂行することができます。育成する側も、人材

育成や学校経営の方針を再確認することができます。 

 

 

 

   

前の担当者が行ったことをそのまま行うのでは、教育の質が向上しないのはもちろん、 

一人一人の教員の資質の向上や能力の開発にもつながりません。新たな職務を経験させ

る際には、その職務にどのような課題があるかを新たな視点で捉えさせましょう。 

方法は様々です。課題について説明する、前年度の学校評価から読み取らせる、実態 

を見させそこから感じ取らせるなど、育成する側が最も効果的な方法を選ぶことが大切

です。 

 

 

 

 

学校では、日々様々な形で幾多の提案が行われています。起案という形で行われるも

のはもちろん、口頭で伝えるだけのものであっても、その内容が職務についての方針や

計画、方法、役割分担等に関するものであれば十分提案と言えます。 

提案させることは、学校運営上必要とされる様々な要素を考えなければできないもの 

であり、育成の機会にもなります。 

しかし、現実には、思い付きでなされたり十分に練られないまま提案されたりという 

ことが少なくありません。また、提案そのものがない例もあります。これでは円滑な

学校運営がなされないだけではなく、人材育成上も効果的ではありません。 

そこで、提案させる際には、次の点を必ず押さえさせるようにしましょう。 
 

提案の内容：ねらい、実施計画、実施方法、教員の役割分担、実施後の評価など 

提案の方法：口頭、メモ書き、提案（起案）文書、プレゼンテーションなど 

提案の場面：担当者間の打合せ、学年会、分掌部会、企画調整会議、職員会議など 

提案の時期：円滑な実施に向け、提案内容について十分検討できる時期 
 

①  職務を経験させることの意義を自覚させよう 

② 課題を発見させよう 

③ 提案させよう 
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学習指導においては、学習指導案を作成することも提案の一つです。職務の内容や提

案者の経験や資質･能力を踏まえ最適な方法を選びましょう。 

 

 

 

 

どのような職務でも、実施後に振り返り、成果や改善点を明確にしておかなければな 

りません。しかし日々様々な対応に追われ、実施後の評価が不十分になっている現状が

あります。 

育成する側が育成される側の教員に対し、「よかった点やうまくいかなかった点は何 

か」、「それはどうしてか」、「どうすればよりよくなるか」などを確認させましょう。口

頭で行っても評価表を用いてもかまいません。保護者アンケートなど参考資料も活用し

ましょう。職務の担当者が自分の職務遂行について振り返る機会になると同時に、育成

する側にとっても指導･助言の力を身に付けるためのＯＪＴになります。 

 

 

 

 

学校には、教員同士が顔を合わせ、情報交換したり学び合ったりする場が多くありま

す。校内研究や校内研修は、教員全員が共通の課題解決に向かう中で、自己の指導改善

を図っていく取組です。学年会や分掌部会では、日常の児童・生徒の実態から、望まし

い対応や指導について共通理解することができます。 

しかし、一人一人の教員の経験や能力が異なるため、同じ内容や課題に取り組んだ場

合でもその理解度や成果はまちまちです。また、複数の教員が集まっているため、当事

者意識を持って参加することが十分にできない場合もあります。教員相互で学び合う場

をＯＪＴとしていくには、自分の職務上の課題との関連を明確に意識して臨ませること

が重要です。 

 

 

 

   

校内研究・校内研修においては、同じテーマであっても、１年目と１０年目の教員で

は自己の取組課題には違いがあります。 

  そこで、研究・研修に関する自分なりの目標をしっかり持たせることが大切です。 

具体的な方法としては、自己申告書に学校の研究・研修主題に基づいた自己の目標を

書かせる、学年会や教科等部会の中で互いの目標を確認し合うなどがあります。研究主

任や教務主任、学年主任であれば、自己の課題解決に加え、自分の学校や学年をどう変

えていきたいか、自校の課題を踏まえどのような研究や研修にする必要があるかを、積

極的に打ち出していくとよいでしょう。 

また、授業参観や研修会、協議会の場において、漠然と見たり聞いたりしているだけ

では、自分の実践の改善には結び付いていきません。どの場においても、目標や課題意

④ 実施後の成果や課題を確認させよう 

① 教員一人一人に自分の課題を持たせる 

３ 教員相互で学び合う場を活用する 
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識を持って参加させていくための工夫をすることが大切です。 

  

 

 

 

生活指導研修会や授業研究会で、新たな発見、理解の深まりが得られ、職務への意

欲を持ったとしても、それらを日々の授業や児童・生徒への指導場面において実践し

なければ、自分のものとなっていきません。 

     研究会や研修会後に、指導改善シートを作成して実践し、その結果を報告する、校

長･副校長や主幹教諭が授業を観察して、成果と課題を本人に伝えるなどして、必ず次

に生かしていくことが重要です。 

 

 

 

 

 校内研修会における協議の場で、いつも固定した数名の教員だけが発言するという光

景が見られます。協議を活発化させ教員の参加意識や能力を高めるためには、自分の役

割や立場を意識して発言させる工夫が必要です。 

まず、若手教員が素朴な疑問や感想を出し、次に伸長期の教員が自分の実践に関連付

けて意見を出す、最後に、充実期の教員がそれまでの意見を踏まえ学校全体の状況に目

を向け方向性を示すような意見を出すなどの工夫ができます。研究会や研修会当日のこ

とだけでなく、それに伴う教科部会、分科会、学年会、また資料収集や研究収録の作成

などあらゆる場で、自分の役割を持たせましょう。一人一人の教員の経験や能力に応じ

た、有効なＯＪＴの機会となります。 

 

 

 

   

教員が、ＯＪＴを通じて力を身に付けていくためには、自分の実践を常に見直し次へ

の改善につなげていくことが必要です。 

  月１回の研究会や研修会の場だけでなく、研究部会、分科会、学年会、教科部会等、

多様な場を通して、常に具体的な児童・生徒の姿を思い浮かべながら、手立てや実践し

たことの成果、何が課題であったかを確認することが大切です。 

また、研究部会や企画調整会議では、研究の進め方、協議会の持ち方、進捗状況の確

認などを行いましょう。研究主任をはじめ、各担当者にとっては、自分の職務を評価・

改善する有効な機会となります。 

③ 一人一人に自分の役割を持たせる 

② 日常の授業や指導場面で実践する 

④ 成果と課題を常に確認する 
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ＰＤＣＡサイクル 

～ＯＪＴの計画・実施・検証・改善～ 

 

ＯＪＴは、育成する側とされる側がすぐ近くにいることや、育成の場面が日々の職務 

そのものにあるという特徴を持っています。したがって、いつでもだれでもできるとい

う良い点がある反面、どのような目標に向かってどんな場面で何をさせていくのか、誰

が育成を担うのかが明確になりにくいという点もあります。目標や担当が明確でなけれ

ば、ＯＪＴを行っていても十分な効果が得られません。 

 一人一人の教員の達成目標とＯＪＴの方法をあらかじめ設定し、計画に基づいて実施

し、成果と問題点を検証して、次の計画に向けて改善するというＰＤＣＡのサイクル 

（ＯＪＴサイクル）を動かしていくことが必要です。さらに、どの場面においても、Ｏ

ＪＴを行う側と受ける側が目標や方法等について、共通認識を持って進めていくことが

重要です。 

 

  

ＯＪＴサイクルは、１年間という単位で動かしていくものもあれば、短期間で終わる

ような一つの職務を通して動かす場合もあります。どちらにしても一つのＯＪＴについ

て、ＰＤＣＡを意識して計画的に進めることが大切です。特に、短期間で行うＯＪＴは、

計画と実施のみを繰り返し、検証や改善がおろそかになりがちです。 

 また、これまでの人材育成は、計画（Plan）の部分が十分固まらないうちに、実施（Do） 

の段階に進んでいるというケースも少なくありませんでした。これでは、適切な評価を

行うことが困難になります。一人一人の明確な目標やＯＪＴの方法について、ＯＪＴを

行う側と受ける側が十分理解してから始めることが大切です。 

成長 

・ 教 員 が 身 に 付 け る べ き 力 を 明 確 に す る 。  

・ Ｏ Ｊ Ｔ の 目 標 を 立 て る 。  

・ Ｏ Ｊ Ｔ の 方 法 を 考 え る 。  

・ 当 初 面 接 を 活 用 し Ｏ Ｊ Ｔ の 計 画 を 教 員 と 確 認 す る 。 

・計 画 の 段 階 、実 施 の 段 階 で 改 善

で き る こ と を 明 ら か に す る 。  

・長 期 的・短 期 的 な Ｏ Ｊ Ｔ の そ れ

ぞ れ で 改 善 を 行 う 。  

・ Ｏ Ｊ Ｔ の 実 施 状 況 を 確 認 す る 。 

・Ｏ Ｊ Ｔ を 行 う 側 と 受 け る 側 に 対

し て 必 要 な 指 導 ・ 助 言 を 行 う 。 

・ ど れ だ け 目 標 に 近 付 い た か を 見 る 、 聞 き 取

る 。  

・ 目 標 を 達 成 し た 場 合 と そ う で な か っ た 場 合

の 原 因 を 分 析 す る 。  

資料２ 
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職　名

OJT対象者 教諭

OJT責任者

身に付けるべき
四つの力

学習指導力

生活指導力
進路指導力

外部との
連携・折衝力

学校運営力
組織貢献力

学習指導力

生活指導力
進路指導力

外部との
連携・折衝力

学校運営力
組織貢献力

職　名

OJT対象者 主任教諭

OJT責任者

身に付けるべき
四つの力

学校運営力
組織貢献力

外部との
連携・折衝力

学習指導力

生活指導力
進路指導力

学校運営力
組織貢献力

外部との
連携・折衝力

学習指導力

生活指導力
進路指導力

身に付けるべき
四つの力

ＯＪＴの実施状況ＯＪＴの具体的な方法
OJT担当者
職・氏名

１　校長・副校長の育成方針

２　ＯＪＴの具体的計画・実施・評価（OJT責任者記入）

ＯＪＴの方法

ＯＪＴシート 【教諭対象】

ＯＪＴの目標

氏　　　　　　　　　名

ＯＪＴシート
氏　　　　　　　　　名

【主任教諭対象】

評価・要改善事項

１　校長・副校長の育成方針

ＯＪＴの目標 ＯＪＴの方法

２　ＯＪＴの具体的計画・実施・評価（OJT責任者記入）

身に付けるべき
四つの力

OJT担当者
職・氏名

ＯＪＴの具体的な方法 ＯＪＴの実施状況 評価・要改善事項

ＯＪＴシートの参考例です。ＯＪＴ対象者の職層やＯＪＴの実施状況に応じて、シートを工夫改善して活

用してください。ここでは、身に付けるべき四つの力について、教諭と主任教諭での重要度の違いを明確に

したシートの例となっています。ＯＪＴ対象者の能力や適性に応じて作成してください。

資料３
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1 授業公開を全教員が年１回以上行い、教員同士が互いに授業を参観できる。

2
教科主任を中心に教科会等で授業公開（研究授業含む。）等に基づき、授業力向上のための研修会等
を実施している。

3 他校で実施される指導教諭の模範授業等に参加し、教科内等で伝達研修や分析会を実施している。

1
学年主任が中心となって、計画的に学級経営、個人面談や保護者会等の運営方法についてOJTを実施
している。

2 生活指導部、進路指導部等が教員を対象として、生徒への指導についてのOJTを実施している。

3
特別支援教育コーディネーター等を中心として、特別支援教育に関する知識や特別な配慮が必要な生
徒への指導について、組織的にOJTを実施している。

4
スクールカウンセラー等と連携を図り、「人権教育プログラム」等を活用するなどして、いじめを防
止し、早期発見・早期対応するための知識や実践力を高める取組を実施している。

1
募集対策として中学校や塾を訪問させたり、進路対策として企業や上級学校を訪問させること等を通
して、連携・折衝力を養成している。

2
地域行事への参加や、奉仕・インターンシップにおける企業・NPO等との連携について、ＯＪＴを
通して教員に意義や連携方法等が浸透し、継続されている。

1
分掌等の課題の発見や改善策について意見を報告させ、主幹教諭や主任教諭が指導・助言し、改善策
を提案させている。

2
職層としての意識や能力形成について、上位の職層の業務のジョブシャドーや実務研修をOJTとして
行い、全体の調整や進行管理をできるようにさせている。

1
管理職のOJT方針が教職員に周知されており、自己申告の面接等を通じてOJT対象者の目標を明確
にし、達成目標の実現に向け、指導・助言を行っている。

2
管理職の育成方針に基づき、主任教諭等が、OJT責任者やOJT担当者として自らの経験、知識を活
用し、連携しながら、意識的・計画的な若手教員の育成を実施している。

3
管理職の育成方針に基づき、OJT責任者とOJT担当者が連携を図り、OJTシート等を活用し、意識
的・計画的な若手教員の育成を実施している。

５　組織的・計画的OJTの取組

４　学校運営力・組織貢献力の育成

OJT診断基準

１　学習指導力の育成

２　生活指導力・進路指導力の育成

３　外部との連携・折衝力の育成

学校の教育力や課題解決を図る力を向上するためには、これまで以上に人材育成に組織的・計画的に
取り組む必要があります。各校におけるOJTの組織的、計画的な取組を推進するため、このたび
「OJT診断基準」を策定しました。

この診断基準は、「OJTガイドライン」で示された四つの力を育成するために、学校で行うべき組織
的な取組を示しており、学校の取組がどのような状況にあるか、校長が自校の状況を確認するとともに、
学校経営支援センターにおいても検証し、共通認識を持って、課題解決に当たり、都立高校全体の組織
マネジメントの一層の向上を図ることを目的としています。

資料４
参考
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